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検 索川崎南法人会

ホームページも是非ご覧ください

No.301

2021５
川崎南法人会だより川崎南法人会だより

表紙写真：川崎市産業振興会館
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川崎市立戸手小学校　西村　萌音さん 川崎市立東小田小学校　平賀　敦さん

川崎市立西御幸小学校 井上　心愛さん
川崎市立西御幸小学校　大野　結来さん

川崎市立旭町小学校　越智　咲花さん

川崎市立西御幸小学校
　　　　栗山　将輝さん

川崎市立西御幸小学校
　　　　水嶋　悠大さん

川崎市立戸手小学校　岸田　悠莉さん

川崎市立東小田小学校
　　　　土屋　美晴さん

31
６
13
20
27

春分の日

31
６
13
20
27

31
２
９
16

31
５
12
19
26

１
７
14
21
28

31
３
10
17

31
５
12
19
26

１
８
15
22
29

42021 April
日　　　 月　　　 火　　　 水　　　 木　　　 金　　　 土

１
６
13
20
27

１
８
15
22
29

２
９
16
23
30

31
５
12
19
26

７
14
21
28

３
10
17
24

４
11
18
25

昭和の日

22022 February
日　　　 月　　　 火　　　 水　　　 木　　　 金　　　 土

１
８
15
22

２
９
16
23

３
10
17
24

４
11
18
25

７
14
21
28

５
12
19
26

建国記念の日

天皇誕生日

32022 March
日　　　 月　　　 火　　　 水　　　 木　　　 金　　　 土

１
８
15
22
29

２
９
16
23
30

３
10
17
24
31

４
11
18
25

７
14
21
28

５
12
19
26

92021 September
日　　　 月　　　 火　　　 水　　　 木　　　 金　　　 土

７
14
21
28

１
８
15
22
29

２
９
16
23
30

３
10
17
24

31
６
13
20
27

４
11
18
25

敬老の日 秋分の日

海の日

122021 December
日　　　 月　　　 火　　　 水　　　 木　　　 金　　　 土

７
14
21
28

１
８
15
22
29

２
９
16
23
30

３
10
17
24
31

６
13
20
27

４
11
18
25

102021 October
日　　　 月　　　 火　　　 水　　　 木　　　 金　　　 土

５
12
19
26

６
13
20
27

７
14
21
28

１
８
15
22
29

４
11
18
25

２
９
16
23
30

52021 May
日　　　 月　　　 火　　　 水　　　 木　　　 金　　　 土

４
11
18
25

５
12
19
26

６
13
20
27

７
14
21
28

31
３
10
17
24

１
８
15
22
29

31
２
９
16

憲法記念日

山の日 振替休日

みどりの日 こどもの日

82021 August
日　　　 月　　　 火　　　 水　　　 木　　　 金　　　 土

３
10
17
24
2314

４
11
18
25

５
12
19
26

６
13
20
27

２
９
16
23
30

3 ７
14
21
28

112021 November
日　　　 月　　　 火　　　 水　　　 木　　　 金　　　 土

２
９
16
23
30

３
10
17
24

４
11
18
25

５
12
19
26

１
８
15
22
29

６
13
20
27

勤労感謝の日

文化の日

24
31

23
30

24
31

12022 January
日　　　 月　　　 火　　　 水　　　 木　　　 金　　　 土

４
11
18
25

５
12
19
26

６
13
20
27

７
14
21
28

３
10
17
24

１
８
15
22
29

成人の日

元旦

24
31

23
30

62021 June
日　　　 月　　　 火　　　 水　　　 木　　　 金　　　 土

１
８
15
22
29

２
９
16
23
30

３
10
17
24

４
11
18
25

７
14
21
28

５
12
19
26

６
13
20
27

72021 July
日　　　 月　　　 火　　　 水　　　 木　　　 金　　　 土

６
13
20
27

７
14
21
28

１
８
15
22
29

２
９
16
23
30

５
12
19
26

３
10
17
24
31

４
11
18
25

スポーツの日



講　師：東京地方税理士会　川崎南支部
　　　　嶋矢　剛　氏
会　場：川崎市産業振興会館
時　間：18：00～20：00

会　場：川崎日航ホテル
時　間： 14：00～15：30

講　師：社会保険労務士　志田　淳　氏
会　場：カルッツかわさき
時　間：14：00～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：カルッツかわさき
時　間：13：30～16：00

会　場：カルッツかわさき
時　間：14：00～15：00

会　場：サンピアンかわさき
時　間：17：30～18：30

　　　　　　
テーマ：「ビジネスマナー研修」
講　師：㈱SUGIコーポレイション
　　　　三浦　美由紀　氏
会　場：川崎市産業振興会館
時　間：14：00～16：00

会　場：戸手小学校
時　間：9：30～12：15

会　場：カルッツかわさき
時　間：未定

会　場：下平間小学校
時　間：13：45～14：30

新入会員のご紹介
（令和３年２月１日～３月31日）

支部名 法　人　名 業　　種 紹　介　者所　在　地

小川町16-18　川崎第2セントラルハイツ703

代　表　者

中央 川 崎 ダ イ ヤ ㈱ 建設業 A I G 損 害 保 険 ㈱水 谷 樹 夫

令和３年５月

川崎南法人会　主要事業予定

（新型コロナウイルス感染症の影響により事業が変更になる場合がありますのでお問い合わせください）

税 務 無 料 相 談税 務 無 料 相 談
相 談 日

場 所

毎週火曜日　午後１時～３時
５月の相談日／ 11日、18日、25日
６月の相談日／ ８日、15日、22日
相談については、事前に事務局までご連絡ください。

公益社団法人 川崎南法人会事務局 044-276-8731
川崎市幸区堀川町66-20（川崎市産業振興会館５F）

法 律 無 料 相 談法 律 無 料 相 談
相 談 日

場 所

ご希望の日程、時間をお知らせください
お気軽にご相談ください

横浜綜合法律事務所
横浜市中区日本大通11  横浜情報文化センター11F

相談については事前に事務局までご連絡ください。
（ 044-276-8731）

●女性部会　報告会
26日水

●租税教室
28日金

●源泉部会研修会
22日　火

●第9回　通常総会
11日　金

●新設法人説明会
12日　水

●女性部会　役員会
13日　木

●青年部会　報告会
14日　金

●社員研修講座
18日　火

●租税教室　
25日　火

●実務経理セミナー
３日　～10日間木

６月

　令和２年３月２日（火）川崎市立西御幸小学校にお

いて、第11回「税に関する絵はがきコンクール」表

彰等贈呈式が行われました。「税に関する絵はがきコ

ンクール」は、小学生への租税教育活動として、毎年

実施しています。租税教室などを通じて、学童に“税

の大切さ”や税金は毎日の生活の中でどのように役

立っているかということを小学生のみなさんに知って

いただき、理解と関心を深めてもらうことが目的です。

　たくさんの応募の中から、川崎南法人会会長賞、川

崎南税務署長賞、川崎市長賞、副会長賞、青年部会長

賞、女性部会長賞、優秀賞、の計11点が選ばれました。

第11回「税に関する絵はがきコンクール」表彰式

川崎市立西御幸小学校６年

及川　　舞 さん

川崎市立西御幸小学校６年

井上　心愛 さん

川崎市立西御幸小学校６年

藤田ゆあん さん

法人会会長賞

川崎市長賞

税務署長賞

●女性部会　報告会

27日金

当会会費の口座自動振替契約をされている方は、令和３年度分（令和３年４月～令和４年３月）の会費を６月７日

にご指定の金融機関から引き落とさせて頂きます。

※自動引落は通帳の摘要欄に印字されますので領収証の発行は省略させて頂きます。

　予めご了承くださいますようお願いいたします。

法人会からお知らせ
会費の自動引落のお知らせ

事務所移転のお知らせ

当事務所は５月６日（木）に下記住所に移転いたしました。

※電話・FAX番号も変更になりましたので宜しくお願い致します。

〒212-0013　川崎市幸区堀川町66-20　川崎市産業振興会館５階
電話（044）276-8731　FAX（044）276-8738

新住所

間違い探し『髪結新三』の答え：①奥の板の「六尺」と「五尺」（左上）②ホトトギスの尾（中央上）③サカヤキの大きさ（右上）④道具箱に差した針の数（中央）⑤カツオのスジの形（左下）⑥道具箱の横の布（中央下）⑦ゲタの歯（右下）

２ 川崎南法人会だより 15川崎南法人会だより

新入会員のご紹介・主要事業予定税に関する絵はがきコンクール

オンラインセミナーオンラインセミナー ３月４日 オンラインセミナーオンラインセミナー ４月15日

テーマ：「オンライン・コミュニケーション術」
講　師：フリーアナウンサー　重信　香織　氏

講師に元NHKキャスターの重信先生をお迎えし、リアルとオン

ラインコミュニケーションの違いなどオンラインでのコミュニ

ケーション術のポイントやオンラインでの話し方・聞き方を実

践も交えながら分かり易く研修して頂きました。

テーマ：「コミュニケーション力」
講　師：マナー研修講師　桑野　麻衣　氏

ウィズコロナ時代でも好かれて信頼される人のコミュニ
ケーション力についてオンラインで研修しました。信頼
されるコミュニケーションのポイント「表現力」「会話力」
「共感力」の３つの点について役立つ研修をオンライン
で開催しました。

[作者紹介]
神谷一郎（かみや・いちろう）　専修大法学部卒後、漫画プロダクションを経て漫画家に。現在はフリーランスのイラス
トレーターとして、雑誌・広告・水彩画挿絵等で活躍中。

７つの間違い探し
＊右の絵と左の絵には相違点が７か所あります。
　見つかりますかな？（答えは15頁にあります）

川崎南法人会からのお知らせです
法人会ではコロナ禍による各種事業の中止を余儀なくされるなか、税務協力団体としての役目を果たすべく、

各種情報発信を行なっております。
会員企業のみなさまには、今後も継続して有益な税に関する情報を直接お届けする活動を行ってまいります。
以下の冊子につきまして、必要な会員企業さまに無償でご提供いたします。（送料含無料）
ご希望の方は、法人会事務局までFAXを頂くか、メールにて会社名、ご担当者さま、ご住所、連絡先、必

要冊子名及び部数をお知らせください。

【法人会事務局】　FAX : 044－276－8738　Eメール info@km-hojinkai.or.jp

川崎市立西御幸小学校６年生

大野　結来 さん
川崎市立旭町小学校６年生

越智　咲花 さん
川崎市立戸手小学校６年生

西村　萌音 さん

川崎市立西御幸小学校６年生

水嶋　悠大 さん
川崎市立東小田小学校６年生

土屋　美晴 さん
川崎市立西御幸小学校６年生

栗山　将輝 さん

川崎市立東小田小学校６年生

平賀　　敦 さん
川崎市立戸手小学校６年生

岸田　悠莉 さん

女性部会長賞 青年部会長賞 副会長賞

優秀賞 優秀賞 優秀賞

副会長賞

優秀賞

川崎南法人会だより 川崎南法人会だより14 ３

税に関する絵はがきコンクール活 動 報 告



講　師：東京地方税理士会　川崎南支部
　　　　嶋矢　剛　氏
会　場：川崎市産業振興会館
時　間：18：00～20：00

会　場：川崎日航ホテル
時　間： 14：00～15：30

講　師：社会保険労務士　志田　淳　氏
会　場：カルッツかわさき
時　間：14：00～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：カルッツかわさき
時　間：13：30～16：00

会　場：カルッツかわさき
時　間：14：00～15：00

会　場：サンピアンかわさき
時　間：17：30～18：30

　　　　　　
テーマ：「ビジネスマナー研修」
講　師：㈱SUGIコーポレイション
　　　　三浦　美由紀　氏
会　場：川崎市産業振興会館
時　間：14：00～16：00

会　場：戸手小学校
時　間：9：30～12：15

会　場：カルッツかわさき
時　間：未定

会　場：下平間小学校
時　間：13：45～14：30

新入会員のご紹介
（令和３年２月１日～３月31日）

支部名 法　人　名 業　　種 紹　介　者所　在　地

小川町16-18　川崎第2セントラルハイツ703

代　表　者

中央 川 崎 ダ イ ヤ ㈱ 建設業 A I G 損 害 保 険 ㈱水 谷 樹 夫

令和３年５月

川崎南法人会　主要事業予定

（新型コロナウイルス感染症の影響により事業が変更になる場合がありますのでお問い合わせください）

税 務 無 料 相 談税 務 無 料 相 談
相 談 日

場 所

毎週火曜日　午後１時～３時
５月の相談日／ 11日、18日、25日
６月の相談日／ ８日、15日、22日
相談については、事前に事務局までご連絡ください。

公益社団法人 川崎南法人会事務局 044-276-8731
川崎市幸区堀川町66-20（川崎市産業振興会館５F）

法 律 無 料 相 談法 律 無 料 相 談
相 談 日

場 所

ご希望の日程、時間をお知らせください
お気軽にご相談ください

横浜綜合法律事務所
横浜市中区日本大通11  横浜情報文化センター11F

相談については事前に事務局までご連絡ください。
（ 044-276-8731）

●女性部会　報告会
26日水

●租税教室
28日金

●源泉部会研修会
22日　火

●第9回　通常総会
11日　金

●新設法人説明会
12日　水

●女性部会　役員会
13日　木

●青年部会　報告会
14日　金

●社員研修講座
18日　火

●租税教室　
25日　火

●実務経理セミナー
３日　～10日間木

６月

　令和２年３月２日（火）川崎市立西御幸小学校にお

いて、第11回「税に関する絵はがきコンクール」表

彰等贈呈式が行われました。「税に関する絵はがきコ

ンクール」は、小学生への租税教育活動として、毎年

実施しています。租税教室などを通じて、学童に“税

の大切さ”や税金は毎日の生活の中でどのように役

立っているかということを小学生のみなさんに知って

いただき、理解と関心を深めてもらうことが目的です。

　たくさんの応募の中から、川崎南法人会会長賞、川

崎南税務署長賞、川崎市長賞、副会長賞、青年部会長

賞、女性部会長賞、優秀賞、の計11点が選ばれました。

第11回「税に関する絵はがきコンクール」表彰式

川崎市立西御幸小学校６年

及川　　舞 さん

川崎市立西御幸小学校６年

井上　心愛 さん

川崎市立西御幸小学校６年

藤田ゆあん さん

法人会会長賞

川崎市長賞

税務署長賞

●女性部会　報告会

27日金

当会会費の口座自動振替契約をされている方は、令和３年度分（令和３年４月～令和４年３月）の会費を６月７日

にご指定の金融機関から引き落とさせて頂きます。

※自動引落は通帳の摘要欄に印字されますので領収証の発行は省略させて頂きます。

　予めご了承くださいますようお願いいたします。

法人会からお知らせ
会費の自動引落のお知らせ

事 務 所移転のお知らせ

当事務所は５月６日（木）に下記住所に移転いたしました。

※電話・FAX番号も変更になりましたので宜しくお願い致します。

〒212-0013　川崎市幸区堀川町66-20　川崎市産業振興会館５階
電話（044）276-8731　FAX（044）276-8738

新住所

間違い探し『髪結新三』の答え：①奥の板の「六尺」と「五尺」（左上）②ホトトギスの尾（中央上）③サカヤキの大きさ（右上）④道具箱に差した針の数（中央）⑤カツオのスジの形（左下）⑥道具箱の横の布（中央下）⑦ゲタの歯（右下）

２ 川崎南法人会だより 15川崎南法人会だより

新入会員のご紹介・主要事業予定税に関する絵はがきコンクール

オンラインセミナーオンラインセミナー ３月４日 オンラインセミナーオンラインセミナー ４月15日

テーマ：「オンライン・コミュニケーション術」
講　師：フリーアナウンサー　重信　香織　氏

講師に元NHKキャスターの重信先生をお迎えし、リアルとオン

ラインコミュニケーションの違いなどオンラインでのコミュニ

ケーション術のポイントやオンラインでの話し方・聞き方を実

践も交えながら分かり易く研修して頂きました。

テーマ：「コミュニケーション力」
講　師：マナー研修講師　桑野　麻衣　氏

ウィズコロナ時代でも好かれて信頼される人のコミュニ
ケーション力についてオンラインで研修しました。信頼
されるコミュニケーションのポイント「表現力」「会話力」
「共感力」の３つの点について役立つ研修をオンライン
で開催しました。

[作者紹介]
神谷一郎（かみや・いちろう）　専修大法学部卒後、漫画プロダクションを経て漫画家に。現在はフリーランスのイラス
トレーターとして、雑誌・広告・水彩画挿絵等で活躍中。

７つの間違い探し
＊右の絵と左の絵には相違点が７か所あります。
　見つかりますかな？（答えは15頁にあります）

川崎南法人会からのお知らせです
法人会ではコロナ禍による各種事業の中止を余儀なくされるなか、税務協力団体としての役目を果たすべく、

各種情報発信を行なっております。
会員企業のみなさまには、今後も継続して有益な税に関する情報を直接お届けする活動を行ってまいります。
以下の冊子につきまして、必要な会員企業さまに無償でご提供いたします。（送料含無料）
ご希望の方は、法人会事務局までFAXを頂くか、メールにて会社名、ご担当者さま、ご住所、連絡先、必

要冊子名及び部数をお知らせください。

【法人会事務局】　FAX : 044－276－8738　Eメール info@km-hojinkai.or.jp

川崎市立西御幸小学校６年生

大野　結来 さん
川崎市立旭町小学校６年生

越智　咲花 さん
川崎市立戸手小学校６年生

西村　萌音 さん

川崎市立西御幸小学校６年生

水嶋　悠大 さん
川崎市立東小田小学校６年生

土屋　美晴 さん
川崎市立西御幸小学校６年生

栗山　将輝 さん

川崎市立東小田小学校６年生

平賀　　敦 さん
川崎市立戸手小学校６年生

岸田　悠莉 さん

女性部会長賞 青年部会長賞 副会長賞

優秀賞 優秀賞 優秀賞

副会長賞

優秀賞

川崎南法人会だより 川崎南法人会だより14 ３

税に関する絵はがきコンクール活 動 報 告



新 入 会 員 紹 介 新しい仲間新しい仲間 ＰＲコーナー

住 　 所 〒210-0817　神奈川県川崎市川崎区大師本町１-17　サンメイツ１F

T E L 044－201－1480　　FAX 044－201－1481 　　

E - m a i l info@seiryo.biz

U R L http://www.seiryo-bousai.co.jp 

有限会社生稜工業　　　　　　　　　　　代表取締役　石田　　生

株式会社 スキルアップ　　　　　　　　代表取締役　新澤　尊樹

住　　所 〒210-0806　神奈川県川崎市川崎区中島２－６－２
T E L 044－589－3848　　FAX 044－589－3849
U R L https://www.skillup2138.jp/
事業内容　鳶一式工事、改修工事足場、解体工事足場　自動車関連事業

■安全安心の解体用足場
当社には、経験豊富なスタッフがそろっています。足場の倒壊や工具の落下
を未然に防ぐために、常に安全を意識して足場の設置・解体をいたします。
また近隣の方々に出来るかぎりご迷惑をかけないように作業を行っております。

■迅速かつリーズナブルな工事
自社所有の足場材を使用し、スピーディーな工期とリーズナブルな価格を実
現します。従来の工事よりも少人数、低工数で施工が可能であり人件費や運
搬費を削減したリーズナブルな費用で工事を請け負うことができます。 

■誠実な対応
現場の清掃は毎日かならず行います。ご依頼主さまや近隣にお住いの方々に
不快感を与えてしまうことのないよう、スタッフのマナー教育を徹底してお
ります。人間づくりを大切に、地域の皆様に信頼される会社を目指して一つ
ひとつの現場に誠実に向き合います。

フィットネス事業：パーソナルトレーニングジムも運営しています。
https://skillup-gym.com/　←こちらからご確認ください。

【許　　可】神奈川県知事許可（般）　第71726号　消防施設事業

神奈川県知事許可（般）　第71726号　管工事業

【事業内容】スプリンクラー設備・屋内消火栓設備・連結送水管設備

泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備

二酸化炭素消火設備・粉末消火設備・自動火災報知設備・各種配管工事

私たち生稜工業はあらゆる消防設備の施工に携わってきました。

「業務を誠実に」を厳しく順守し、安全な暮らしを守るためのお手伝いをさせていただきます。

“備えあれば憂いなし”

４ 川崎南法人会だより 13川崎南法人会だより

税 務 署 か ら の お 知 ら せ 新 し い 仲 間 P R コ ー ナ ー

A

12 川崎南法人会だより ５川崎南法人会だより

健 康 ク リ ニ ッ ク 税 務 署 か ら の お 知 ら せ
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６ 川崎南法人会だより 11川崎南法人会だより

　異なる言葉を話す者同士の円滑な疎通には、双

方の価値観、世界観の共有は必須で、それが弱い

と疎通の難しさが生じてくる。ところが同じ日本

語を話す日本人同士でも、疎通の難しいことがあ

る。

　会議時間の短縮化、情報共有の流れを良くする

ためにやれることは何かを考えた。たとえば、

「人々が互いに関わり合って生きて暮らしていく

場」のことを、日本語では「世の中」とも「世間」

とも「社会」とも言う。言葉が違うのだから、意

味も違うはずだが、その識別はあいまいだ。その

原因は一つひとつの単語が抱える世界観の違いの

未整理にありそうだ。

　一つの言語は一つの世界観、価値観の中で培わ

れていくものだが、日本語には一つの言語の中で

「和語、漢語、西洋文化の日本持ち込みに伴う翻

訳造語」のそれぞれが抱える異なる世界観が、混

在している。

　「世の中」というように、漢字の読みが訓なら

“八百万（やおよろず）”や“和”という和語の

世界観の言葉なので、「世の中」には自分を軸に

しているけれども「平和な世の中」というぼんや

りした“有情の空間”が無理なく伴える。「世間」

というように音読みなら、「世間体」や「世間の目」

というように、他人の視線を伴う自分の行動する

範囲の外側には漢語の世界観である“仁・義・

礼・智・真”など中国思想が漂っているなど、「世

の中」よりもだいぶ具体的な空間を指している。

　殆どの言葉は漢字の読みの音訓で、この２つの

世界のどちらに入るかは大概識別できるのだが、

やっかいなのは漢字による翻訳造語の存在だ。

　翻訳造語は西欧文化を日本に紹介するために造

語されたので、言葉が背負う世界観は西欧文化だ

が、その言葉は国内では憧れとともに最先端の文

明として使用されたので、翻訳造語はピッカピカ

で、「自己、自由、権利、論理」といった頭脳明

晰で、最新鋭な空気感をともなっている。翻訳造

語された和製漢語一覧（http : //www5b .b i -

globe.ne.jp/~shu-sato/kanji/waseikango.htm）を

眺めると、和語にも漢語の世界観にも当てはめに

くい言葉だということが伝わってくる。

その西欧文化から翻訳造語の「社会」を眺める

と、「世の中」と重なる部分もあるが時間的概念

は伴わず、公共的性質が伴うなど、微妙に「世の

中」とも違っていることに気付く。

　私たち日本人はこうした言葉が背負っている異

なる世界観を見事に使い回すことで疎通している

のだが、気になるのは使い回しの個人差だ。その

個人差が、疎通のまずさに繋がってくる。そこで、

こんな世界観の個人差など気にせず確実に伝える

言い方も見つけた。落語など、日本の噺やヒット

した歌謡曲の歌詞は殆どが、訓読みだったのだ。

それに倣えば、漢語の「会議」は「考えを合わせ

るために話し合う場」、翻訳造語の「応援」は

「支え助ける」となる。円滑な疎通には、ピッカ

ピカな言葉、音読み漢字の言葉は、訓読みの言葉

に言い砕くことが日本語では円滑な疎通のコツに

なりそうだ。日本語は複雑だが、重層化の構造は

意外にスッキリ、単純だ。

　空気の流れのよい職場とは、案外、こんなこと

で生まれるのかもしれない。
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玄間千映子（げんま・ちえこ）

　㈱アルティスタ人材開発研究所代表。國學院大學卒。米インマヌエル大学大学院卒後、米スタン

フォード大学ビジネススクール修了。現在、日本経済大学大学院非常勤講師、信州大学コーディネー

ター兼先鋭材料研究所野口研究室技術アドバイザー、（一社）水底質浄化技術協会監事などを兼任。著

書に「朗働の時代」「ジョブ・ディスクリプション一問一答」「リストラ無用の会社革命」など。

税 務 署 か ら の お 知 ら せ コ ラ ム

2022年３月卒業予定の大学・大学院生などを

対象にした企業の採用活動が本格化している。昨

年は新型コロナウイルス感染防止のため、ウェブ

面接による採用が一気に広まった。中小企業に

とっては応募地域の広域化や経費削減などメリッ

トも多い。コロナ禍が長期化する中で、対面と

ウェブの面接を組み合わせた『ハイブリッド型』

が新常態として定着しそうだ。知名度では大企業

にかなわない中小企業こそ、オンライン採用を上

手に活用したい。

　採用コンサルティングのMyRefer（東京都中央

区）が就活生に実施したアンケート（調査時期

20年７月）によると、複数の内定を持つ学生の

うち約57％が、最終的に内定先を「１社に絞る

時期」は内定式後と回答している。例年は内定式

前に９割が１社に絞る。行動が慎重になった理由

は「どの内定先が自分にあっているか決め手に欠

ける」（約48％）が最も多かった。企業側も「本

当に優秀な学生を取りこぼしていないか」など不

安は尽きなかったようだ。

　一方で、ウェブ面接のメリットをあげる企業も

少なくない。都内で試験機器を製造する中小企業

は「従来は首都圏の学生しか応募してこなかった。

会社説明会や面接をウェブにしたら地方の学生も

受けてくるようになった」と好感する。採用経費

が前年より４割削減になった I T系の中小企業も

ある。ウェブ主体の採用は学生の交通費や宿泊費

といった会社負担が少なくて済む。

　オンライン採用で実績をあげている中小企業は

インターンシップに工夫を凝らす。学生は会社説

明会の焼き直しのようなインターンシップには魅

力を感じない。都内の I T 系企業は、志望者に

「会社の○年後」をテーマにしたオンライン演劇

をグループ単位で実施した。学生は準備段階で経

営課題も含めた情報を提供してもらえるため、企

業への理解や愛着を深めることができる。

会社説明会と一次・二次面接はウェブを利用し、

最終面接のみ対面で行った中小企業のトップは

「ウェブ面接だけでは職場のイメージが湧きにく

い。採用は肌感覚の情報共有が大事」とみる。こ

のため学生が自分の希望する職場かどうか感触を

つかめるよう、社員とのフリートークを行った。

また社員が知人や友人を紹介するリファラル採用

を導入する企業が増えている。ウェブ面接での情

報不足や合同説明会が開催されないことによる

「出会いの場」の減少を補っている。

　国連の持続可能な開発目標（SDGs）への関心

が高まる中、学生は就職先を選ぶ基準として企業

の社会貢献度や働きがいを重視する傾向にある。

「社会課題の解決に役立つ仕事をしたい」

「SDGsに配慮する企業でなければ生き残れない」

との考えからだ。環境に配慮したモノづくりや再

生可能エネルギーの利用、自然保護活動、事業継

続計画（BCP）、健康経営などの取り組みを積極

的に発信できるようにしたい。

 中小企業にとってオンライン採用は諸刃の剣で

もある。『ハイブリッド型』が定着すれば、イン

ターンシップなどでは創意工夫が試されよう。学

生から深い共感や十分な理解が得られない企業

は、内定辞退や早期離職が多発しかねない。中小

企業は個性あふれる手法で学生を魅了し、優秀な

人材の確保に努めてほしい。

　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタル
トランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置が創設されるとともに、こう
した投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例が設けられました。また、中小企業の経営資源の集
約化による事業再構築等を促す措置が創設されました。
　法人会では、昨年９月に「令和３年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地方自治
体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小法人向け税制措置の適用期限延長、土地
に係る固定資産税の課税標準額が据え置かれるなど法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現す
る運びとなりました。

　法人課税
１．法人税率の軽減措置

法人会提言
・中小法人に適用される軽減税率の特例15％を本

則化すべきである。また、昭和56年以来、800万
円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金
額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。な
お、本制度は令和３年３月末日が適用期限となっ
ていることから、直ちに本則化することが困難な
場合は適用期限を延長する。

改正の概要
・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期

限が２年延長されました。

２．中小企業投資促進税制
法人会提言
・中小企業投資促進税制については、対象設備を拡

充したうえ、「中古設備」を含める。なお、それ
が直ちに困難な場合は、令和３年３月末日までと
なっている特例措置の適用期限を延長する。

改正の概要
・中小企業投資促進税制に商業・サービス業・農林

水産業活性化税制を整理・統合したうえで、適用
期限が２年延長されました。

３．中小企業の設備投資支援措置
法人会提言
・「中小企業経営強化税制」、および令和元年度税

制改正で創設された「中小企業防災・減災投資促
進税制（中小企業強靱化法）」は、令和３年３月
末日が適用期限となっていることから、適用期限
を延長する。

改正の概要
・中小企業経営強化税制について、対象に経営資源

集約化設備が追加されたうえで、２年延長されま
した。

・中小企業防災・減災投資促進税制について、計画
の認定期限が設けられるとともに、特別償却率の
引き下げや対象資産の見直しが行われました。

地方税
１．固定資産税の抜本的見直し

法人会提言
・令和２年の全国の公示価格は５年連続で上昇し、

地方圏においても、全用途平均、商業地が平成４
年以来28年ぶりに上昇に転じるなど、地価は全
国的に上昇傾向が広がりはじめた。令和３年度は
評価替えの年度となるが、今般の新型コロナは企
業に多大な影響を与えていることから、負担増と
ならないよう配慮すべきである。

改正の概要
・令和３年度に限り、税額が増加する宅地等（負担

水準が商業地等は60％未満、それ以外は100％未
満の土地に限る）及び農地（負担水準が100％未
満の土地に限る）については、令和２年度の課税
標準額と同額となります。

その他
１．新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における
　　税制上の措置の延長等

法人会提言
・新型コロナウイルスの収束時期は不透明であるこ

とから、中小企業の厳しい経営実態等を見極めな
がら、適用期限の延長や制度を拡充すること。

改正の概要
・新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響

を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消
費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限が
令和４年３月31日まで延長されました。

２．少子化対策
法人会提言
・少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育

等を整備するなどの現物給付に重点を置くべきで
ある。その際、企業も積極的に子育て支援に関与
できるよう、企業主導型保育事業のさらなる活用
に向けて検討する。

改正の概要
・子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受け

た者が一定の保育施設の用に供する固定資産に係
る固定資産税及び都市計画税の課税標準を減免す
る特例措置について、適用期限が２年延長されま
した。

法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項

コ ラ ム 税 制 改 正 に 関 す る 提 言

岡田直樹（おかだ・なおき）

　1984年、日刊工業新聞社入社。記者として、金融・電機・情報通信などの産業界、総務省・経済産業省・内閣

府などの官庁を担当する。論説委員、論説委員長、日刊工業産業研究所長などを経て、特別論説委員。埼玉県出身。
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　異なる言葉を話す者同士の円滑な疎通には、双

方の価値観、世界観の共有は必須で、それが弱い

と疎通の難しさが生じてくる。ところが同じ日本

語を話す日本人同士でも、疎通の難しいことがあ

る。

　会議時間の短縮化、情報共有の流れを良くする

ためにやれることは何かを考えた。たとえば、

「人々が互いに関わり合って生きて暮らしていく

場」のことを、日本語では「世の中」とも「世間」

とも「社会」とも言う。言葉が違うのだから、意

味も違うはずだが、その識別はあいまいだ。その

原因は一つひとつの単語が抱える世界観の違いの

未整理にありそうだ。

　一つの言語は一つの世界観、価値観の中で培わ

れていくものだが、日本語には一つの言語の中で

「和語、漢語、西洋文化の日本持ち込みに伴う翻

訳造語」のそれぞれが抱える異なる世界観が、混

在している。

　「世の中」というように、漢字の読みが訓なら

“八百万（やおよろず）”や“和”という和語の

世界観の言葉なので、「世の中」には自分を軸に

しているけれども「平和な世の中」というぼんや

りした“有情の空間”が無理なく伴える。「世間」

というように音読みなら、「世間体」や「世間の目」

というように、他人の視線を伴う自分の行動する

範囲の外側には漢語の世界観である“仁・義・

礼・智・真”など中国思想が漂っているなど、「世

の中」よりもだいぶ具体的な空間を指している。

　殆どの言葉は漢字の読みの音訓で、この２つの

世界のどちらに入るかは大概識別できるのだが、

やっかいなのは漢字による翻訳造語の存在だ。

　翻訳造語は西欧文化を日本に紹介するために造

語されたので、言葉が背負う世界観は西欧文化だ

が、その言葉は国内では憧れとともに最先端の文

明として使用されたので、翻訳造語はピッカピカ

で、「自己、自由、権利、論理」といった頭脳明

晰で、最新鋭な空気感をともなっている。翻訳造

語された和製漢語一覧（http : //www5b .b i -

globe.ne.jp/~shu-sato/kanji/waseikango.htm）を

眺めると、和語にも漢語の世界観にも当てはめに

くい言葉だということが伝わってくる。

その西欧文化から翻訳造語の「社会」を眺める

と、「世の中」と重なる部分もあるが時間的概念

は伴わず、公共的性質が伴うなど、微妙に「世の

中」とも違っていることに気付く。

　私たち日本人はこうした言葉が背負っている異

なる世界観を見事に使い回すことで疎通している

のだが、気になるのは使い回しの個人差だ。その

個人差が、疎通のまずさに繋がってくる。そこで、

こんな世界観の個人差など気にせず確実に伝える

言い方も見つけた。落語など、日本の噺やヒット

した歌謡曲の歌詞は殆どが、訓読みだったのだ。

それに倣えば、漢語の「会議」は「考えを合わせ

るために話し合う場」、翻訳造語の「応援」は

「支え助ける」となる。円滑な疎通には、ピッカ

ピカな言葉、音読み漢字の言葉は、訓読みの言葉

に言い砕くことが日本語では円滑な疎通のコツに

なりそうだ。日本語は複雑だが、重層化の構造は

意外にスッキリ、単純だ。

　空気の流れのよい職場とは、案外、こんなこと

で生まれるのかもしれない。
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玄間千映子（げんま・ちえこ）

　㈱アルティスタ人材開発研究所代表。國學院大學卒。米インマヌエル大学大学院卒後、米スタン

フォード大学ビジネススクール修了。現在、日本経済大学大学院非常勤講師、信州大学コーディネー

ター兼先鋭材料研究所野口研究室技術アドバイザー、（一社）水底質浄化技術協会監事などを兼任。著

書に「朗働の時代」「ジョブ・ディスクリプション一問一答」「リストラ無用の会社革命」など。

税 務 署 か ら の お 知 ら せ コ ラ ム

2022年３月卒業予定の大学・大学院生などを

対象にした企業の採用活動が本格化している。昨

年は新型コロナウイルス感染防止のため、ウェブ

面接による採用が一気に広まった。中小企業に

とっては応募地域の広域化や経費削減などメリッ

トも多い。コロナ禍が長期化する中で、対面と

ウェブの面接を組み合わせた『ハイブリッド型』

が新常態として定着しそうだ。知名度では大企業

にかなわない中小企業こそ、オンライン採用を上

手に活用したい。

　採用コンサルティングのMyRefer（東京都中央

区）が就活生に実施したアンケート（調査時期

20年７月）によると、複数の内定を持つ学生の

うち約57％が、最終的に内定先を「１社に絞る

時期」は内定式後と回答している。例年は内定式

前に９割が１社に絞る。行動が慎重になった理由

は「どの内定先が自分にあっているか決め手に欠

ける」（約48％）が最も多かった。企業側も「本

当に優秀な学生を取りこぼしていないか」など不

安は尽きなかったようだ。

　一方で、ウェブ面接のメリットをあげる企業も

少なくない。都内で試験機器を製造する中小企業

は「従来は首都圏の学生しか応募してこなかった。

会社説明会や面接をウェブにしたら地方の学生も

受けてくるようになった」と好感する。採用経費

が前年より４割削減になった I T系の中小企業も

ある。ウェブ主体の採用は学生の交通費や宿泊費

といった会社負担が少なくて済む。

　オンライン採用で実績をあげている中小企業は

インターンシップに工夫を凝らす。学生は会社説

明会の焼き直しのようなインターンシップには魅

力を感じない。都内の I T 系企業は、志望者に

「会社の○年後」をテーマにしたオンライン演劇

をグループ単位で実施した。学生は準備段階で経

営課題も含めた情報を提供してもらえるため、企

業への理解や愛着を深めることができる。

会社説明会と一次・二次面接はウェブを利用し、

最終面接のみ対面で行った中小企業のトップは

「ウェブ面接だけでは職場のイメージが湧きにく

い。採用は肌感覚の情報共有が大事」とみる。こ

のため学生が自分の希望する職場かどうか感触を

つかめるよう、社員とのフリートークを行った。

また社員が知人や友人を紹介するリファラル採用

を導入する企業が増えている。ウェブ面接での情

報不足や合同説明会が開催されないことによる

「出会いの場」の減少を補っている。

　国連の持続可能な開発目標（SDGs）への関心

が高まる中、学生は就職先を選ぶ基準として企業

の社会貢献度や働きがいを重視する傾向にある。

「社会課題の解決に役立つ仕事をしたい」

「SDGsに配慮する企業でなければ生き残れない」

との考えからだ。環境に配慮したモノづくりや再

生可能エネルギーの利用、自然保護活動、事業継

続計画（BCP）、健康経営などの取り組みを積極

的に発信できるようにしたい。

 中小企業にとってオンライン採用は諸刃の剣で

もある。『ハイブリッド型』が定着すれば、イン

ターンシップなどでは創意工夫が試されよう。学

生から深い共感や十分な理解が得られない企業

は、内定辞退や早期離職が多発しかねない。中小

企業は個性あふれる手法で学生を魅了し、優秀な

人材の確保に努めてほしい。

　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタル
トランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置が創設されるとともに、こう
した投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例が設けられました。また、中小企業の経営資源の集
約化による事業再構築等を促す措置が創設されました。
　法人会では、昨年９月に「令和３年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地方自治
体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小法人向け税制措置の適用期限延長、土地
に係る固定資産税の課税標準額が据え置かれるなど法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現す
る運びとなりました。

　法人課税
１．法人税率の軽減措置

法人会提言
・中小法人に適用される軽減税率の特例15％を本

則化すべきである。また、昭和56年以来、800万
円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金
額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。な
お、本制度は令和３年３月末日が適用期限となっ
ていることから、直ちに本則化することが困難な
場合は適用期限を延長する。

改正の概要
・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期

限が２年延長されました。

２．中小企業投資促進税制
法人会提言
・中小企業投資促進税制については、対象設備を拡

充したうえ、「中古設備」を含める。なお、それ
が直ちに困難な場合は、令和３年３月末日までと
なっている特例措置の適用期限を延長する。

改正の概要
・中小企業投資促進税制に商業・サービス業・農林

水産業活性化税制を整理・統合したうえで、適用
期限が２年延長されました。

３．中小企業の設備投資支援措置
法人会提言
・「中小企業経営強化税制」、および令和元年度税

制改正で創設された「中小企業防災・減災投資促
進税制（中小企業強靱化法）」は、令和３年３月
末日が適用期限となっていることから、適用期限
を延長する。

改正の概要
・中小企業経営強化税制について、対象に経営資源

集約化設備が追加されたうえで、２年延長されま
した。

・中小企業防災・減災投資促進税制について、計画
の認定期限が設けられるとともに、特別償却率の
引き下げや対象資産の見直しが行われました。

地方税
１．固定資産税の抜本的見直し

法人会提言
・令和２年の全国の公示価格は５年連続で上昇し、

地方圏においても、全用途平均、商業地が平成４
年以来28年ぶりに上昇に転じるなど、地価は全
国的に上昇傾向が広がりはじめた。令和３年度は
評価替えの年度となるが、今般の新型コロナは企
業に多大な影響を与えていることから、負担増と
ならないよう配慮すべきである。

改正の概要
・令和３年度に限り、税額が増加する宅地等（負担

水準が商業地等は60％未満、それ以外は100％未
満の土地に限る）及び農地（負担水準が100％未
満の土地に限る）については、令和２年度の課税
標準額と同額となります。

その他
１．新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における
　　税制上の措置の延長等

法人会提言
・新型コロナウイルスの収束時期は不透明であるこ

とから、中小企業の厳しい経営実態等を見極めな
がら、適用期限の延長や制度を拡充すること。

改正の概要
・新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響

を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消
費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限が
令和４年３月31日まで延長されました。

２．少子化対策
法人会提言
・少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育

等を整備するなどの現物給付に重点を置くべきで
ある。その際、企業も積極的に子育て支援に関与
できるよう、企業主導型保育事業のさらなる活用
に向けて検討する。

改正の概要
・子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受け

た者が一定の保育施設の用に供する固定資産に係
る固定資産税及び都市計画税の課税標準を減免す
る特例措置について、適用期限が２年延長されま
した。
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法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項

コ ラ ム 税 制 改 正 に 関 す る 提 言

岡田直樹（おかだ・なおき）

　1984年、日刊工業新聞社入社。記者として、金融・電機・情報通信などの産業界、総務省・経済産業省・内閣

府などの官庁を担当する。論説委員、論説委員長、日刊工業産業研究所長などを経て、特別論説委員。埼玉県出身。
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Q１
共有者一人が単独で不動産を占有・使用している場合、他の共有者は不動産の明け渡し請求をする

ことができるでしょうか。

他の共有者は単独で不動産を占有・使用している共有者に対し、不動産の明渡し請求をすることが

できません。

　昭和41年５月19日最高裁判決によれば、他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて現

に共有物を占有する共有者に対して、他の共有者は当然には共有物の明渡しを請求できない、とされています。

　そうすると、共有不動産を早く占有・使用した共有者が得をする状況になり、不公平ではないで

しょうか。単独で共有不動産を占有・使用している共有者に対して、何か言えないでしょうか。

　他の共有者は共有持分に応じた使用を妨げられているので、賃料（地代・家賃）に相当する金員

（賃料相当損害金）を共有持分割合に応じて算定し，それを単独で共有不動産を占有している共有者

に対して、請求することが可能です。平成12年４月７日最高裁判決も同様に解されております。

　なお、賃料相当損害金を請求する法的根拠は、不当利得返還請求（民法703条、704条）、あるいは、不

法行為による損害賠償請求（民法709条）が考えられます。

　では、不動産を単独で占有・使用している共有者に対して、「常に」他の共有者は賃料相当損害金

を請求できるものなのでしょうか。

　「常に」賃料相当損害金を請求できるわけではありません。

　例えば、親一人が所有している不動産に一緒に暮らしている子がおり、親子間に使用貸借関係が認

められる場合、親が死亡し、同居の子がそのまま、その不動産を単独で占有・使用しているケースは多いと

思います。子が複数名いて、親が遺言を残さなかった場合、不動産は遺産共有の状態で、同居していない子

は単独で不動産を占有・使用している子に対して、賃料相当損害金を請求したいところです。しかし、平成

８年12月17日最高裁判決は、「共同相続人の１人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に

おいて被相続人と同居してきたときは、特段の事情がない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、

被相続人が死亡相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引

き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推定されるのであって、被相続人

が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人

等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借関係が存続することになるものというべき

である」と判示し、遺産分割協議が完了するまでの間は賃料相当損害金の金銭請求はできないものとされて

いるので、注意が必要です。

A１

Q２

A２

Q３

A３

身近な法律相談

相続により、不動産を共有する状態になり、共有者の一人が単独で共有不動産を占有・

使用しているケースは多いと思われます。他の共有者は何の対価も受けていない場合、共

有者の一人だけが共有不動産を占有・使用することに不満を感じて、どのようにして清算

をしていけばいいのか、考えることも多いでしょう。

　そこで、今回は、共有者間において、協議が整わず、共有者の一人が共有不動産を単独で占有・使用して

いる場合、他の共有者が不動産の明渡請求、金銭請求をすることができるのか、検討していくことにしま

しょう。

弁護士 渡　部　英　明

大谷克弥（おおたに・かつや）

　医療ジャーナリスト。東北福祉大学講師。日本医学ジャーナリスト協会会員。読売新聞社出身、在職中に長期連

載「医療ルネサンス」を創設。現在はフリーで、著作、講演活動などに従事。

筆者紹介

■外部からの病気には、自然免疫と獲得免疫で防衛

　多発しているコロナ禍で、死者は別にして感染

者から状況を聴いてみると、同じ職場にいたのに、

かなり重症で入院した人、症状が軽く自宅待機

だった人、全く無症状だった人など様々です。軽

いクシャミが数回出ただけで、勉強になったと笑

顔の人もいました。どうしてそんなに違うのかと

不思議に思い、詳しい関係者に尋ねると、ほぼ全

員が「免疫力の差」と答えます。それには高齢者

であることのほか、心臓病、呼吸器疾患、糖尿病

などの基礎疾患があるかどうかも要因のようでし

た。そこで日常的によく使われる免疫とは何かに

ついて説明します。

　人間は一見元気そうに見えても、体内では毎日

のようにガン細胞が発生したり、外部からは細菌

やウイルスが侵入してきたりと、病気の標的にさ

れています。そうした外敵に対し、内部から監視

して撃退を図るのが免疫で、言葉を替えると“自

己防衛システム”のことなのです。

　その免疫には、元々備わっていて初回攻撃が担

当の「自然免疫」と、１度入ってきた病原体を再

度追い払う「獲得免疫」の２種類があります。

ガードマンかお巡りさんのような役割をする自然

免疫は、侵入してきた病原体（抗原）に対抗して

抗体を創り、白血球などのパワーを借りて最初の

攻撃をします。最も強力なのは、名前を聴いたこ

とはあると思いますが、リンパ球の１種のＮＫ細

胞です。NKとはナチュラルキラー、つまり「俺

様は生まれつきの殺し屋だぞ」と誇示しているの

です。

　しかし同じ種類の抗原が再侵入してきた際は、

自然免疫ではもう対処できません。獲得免疫が登

場し、速やかに支援の仲間たちと協調体制を築き、

リンパ球の１種のＢ細胞、Ｔ細胞などを総出動さ

せます。ハシカなどは１度感染すると２度とかか

らないのは、この２段攻撃のおかげと言えます。

■生活習慣を見直し食事の改善などでパワーアップを

　免疫力は生まれつき備わったものですが、歳を

重ねると風邪をひきやすくなるように低下してい

きます。殺し屋のNK細胞でさえ、30歳になると

徐々に弱まり始めます。一般的にハイリスクとな

るのは、まず加齢で免疫力が低下した高齢者、そ

して先述の基礎疾患による病人や、妊婦、乳幼児

などが、次なる要注意者です。

　一方で、免疫力は食事の内容や運動の有無など

に大きく左右されることが分かってきました。ま

た現代病と言われるストレスには滅法弱く、リ

ラックスすると免疫細胞が活性化するという特性

のあることも明らかになりました。

　要約すると、免疫力は生活習慣の影響が非常に

大きいので自分の日常生活を仔細にチェックすれ

ば、その強化はさほど難しくはないことになりま

す。ではどうするかは、「食・動・眠・浴・笑」

に気を付けること。一文字でもお分かりでしょう

が、順番に食事、運動、睡眠、入浴、笑い、です。

　最も大事なのはバランスのとれた食事です。５

大栄養素は元より、野菜をたっぷり、ヨーグルト

などの乳製品、味噌、納豆、キムチなどの発酵食

品、果物もお勧めです。次に運動は毎日が望まし

いので過激なものは避け、ウォーキングで十分で

す。さて睡眠は個人差が大きいので時間数は控え

ますが、免疫細胞は睡眠中に活性化することを肝

に銘じ、快眠を心がけてください。入浴は毎日、

少しぬるめのお湯に20～30分ほど浸かり、全身

を心地よく温めましょう。快眠も誘導するはずで

す。

最後の笑いは、心の健康をもたらす無料の薬で

す。先述のNK細胞を短時間で活性化するほか、

笑えば必然的に腹式呼吸になるので全身の血行が

良くなり、肌もきれいになります。江戸時代に生

まれた「笑う門には福来る」の格言は今も健在で、

酒は百薬の長をもじって、「笑いは千薬の長」と

も言われます。

コロナ対策も基本的には以上の心得で十分です

が、専門医によるとコロナの初期症状は風邪やイ

ンフルエンザに酷似しています。疲れなどが続い

てコロナを心配する人は多いようですが、感染者

でも基礎疾患がなくて普段は健常であれば、ほと

んどが軽症か中程度の症状で回復します。テレビ

でよく放映される味覚障害、臭覚障害はほんの一

部とのことでした。

　もう１つ、イギリス、ブラジルなどではコロナ

ウイルスが変異して、感染力が強いと問題視され

ていますが、日本での予防策はワクチン接種も始

まるし、現在の三密回避、マスク着用、うがい励

行で十分だそうです。2020年１月、中国・武漢

市で発した新型コロナの死者は世界で9,400万人

を超えました。しかし日本人の死者は4,420人と

別格で少ないのは、「マスク着用が徹底している

からでは」が、海外のコメントです。
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Q１
共有者一人が単独で不動産を占有・使用している場合、他の共有者は不動産の明け渡し請求をする

ことができるでしょうか。

他の共有者は単独で不動産を占有・使用している共有者に対し、不動産の明渡し請求をすることが

できません。

　昭和41年５月19日最高裁判決によれば、他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて現

に共有物を占有する共有者に対して、他の共有者は当然には共有物の明渡しを請求できない、とされています。

　そうすると、共有不動産を早く占有・使用した共有者が得をする状況になり、不公平ではないで

しょうか。単独で共有不動産を占有・使用している共有者に対して、何か言えないでしょうか。

　他の共有者は共有持分に応じた使用を妨げられているので、賃料（地代・家賃）に相当する金員

（賃料相当損害金）を共有持分割合に応じて算定し，それを単独で共有不動産を占有している共有者

に対して、請求することが可能です。平成12年４月７日最高裁判決も同様に解されております。

　なお、賃料相当損害金を請求する法的根拠は、不当利得返還請求（民法703条、704条）、あるいは、不

法行為による損害賠償請求（民法709条）が考えられます。

　では、不動産を単独で占有・使用している共有者に対して、「常に」他の共有者は賃料相当損害金

を請求できるものなのでしょうか。

　「常に」賃料相当損害金を請求できるわけではありません。

　例えば、親一人が所有している不動産に一緒に暮らしている子がおり、親子間に使用貸借関係が認

められる場合、親が死亡し、同居の子がそのまま、その不動産を単独で占有・使用しているケースは多いと

思います。子が複数名いて、親が遺言を残さなかった場合、不動産は遺産共有の状態で、同居していない子

は単独で不動産を占有・使用している子に対して、賃料相当損害金を請求したいところです。しかし、平成

８年12月17日最高裁判決は、「共同相続人の１人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に

おいて被相続人と同居してきたときは、特段の事情がない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、

被相続人が死亡相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引

き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推定されるのであって、被相続人

が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人

等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借関係が存続することになるものというべき

である」と判示し、遺産分割協議が完了するまでの間は賃料相当損害金の金銭請求はできないものとされて

いるので、注意が必要です。
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Q２

A２

Q３
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身近な法律相談

相続により、不動産を共有する状態になり、共有者の一人が単独で共有不動産を占有・

使用しているケースは多いと思われます。他の共有者は何の対価も受けていない場合、共

有者の一人だけが共有不動産を占有・使用することに不満を感じて、どのようにして清算

をしていけばいいのか、考えることも多いでしょう。

　そこで、今回は、共有者間において、協議が整わず、共有者の一人が共有不動産を単独で占有・使用して

いる場合、他の共有者が不動産の明渡請求、金銭請求をすることができるのか、検討していくことにしま

しょう。

弁護士 渡　部　英　明

大谷克弥（おおたに・かつや）

　医療ジャーナリスト。東北福祉大学講師。日本医学ジャーナリスト協会会員。読売新聞社出身、在職中に長期連

載「医療ルネサンス」を創設。現在はフリーで、著作、講演活動などに従事。

筆者紹介

■外部からの病気には、自然免疫と獲得免疫で防衛

　多発しているコロナ禍で、死者は別にして感染

者から状況を聴いてみると、同じ職場にいたのに、

かなり重症で入院した人、症状が軽く自宅待機

だった人、全く無症状だった人など様々です。軽

いクシャミが数回出ただけで、勉強になったと笑

顔の人もいました。どうしてそんなに違うのかと

不思議に思い、詳しい関係者に尋ねると、ほぼ全

員が「免疫力の差」と答えます。それには高齢者

であることのほか、心臓病、呼吸器疾患、糖尿病

などの基礎疾患があるかどうかも要因のようでし

た。そこで日常的によく使われる免疫とは何かに

ついて説明します。

　人間は一見元気そうに見えても、体内では毎日

のようにガン細胞が発生したり、外部からは細菌

やウイルスが侵入してきたりと、病気の標的にさ

れています。そうした外敵に対し、内部から監視

して撃退を図るのが免疫で、言葉を替えると“自

己防衛システム”のことなのです。

　その免疫には、元々備わっていて初回攻撃が担

当の「自然免疫」と、１度入ってきた病原体を再

度追い払う「獲得免疫」の２種類があります。

ガードマンかお巡りさんのような役割をする自然

免疫は、侵入してきた病原体（抗原）に対抗して

抗体を創り、白血球などのパワーを借りて最初の

攻撃をします。最も強力なのは、名前を聴いたこ

とはあると思いますが、リンパ球の１種のＮＫ細

胞です。NKとはナチュラルキラー、つまり「俺

様は生まれつきの殺し屋だぞ」と誇示しているの

です。

　しかし同じ種類の抗原が再侵入してきた際は、

自然免疫ではもう対処できません。獲得免疫が登

場し、速やかに支援の仲間たちと協調体制を築き、

リンパ球の１種のＢ細胞、Ｔ細胞などを総出動さ

せます。ハシカなどは１度感染すると２度とかか

らないのは、この２段攻撃のおかげと言えます。

■生活習慣を見直し食事の改善などでパワーアップを

　免疫力は生まれつき備わったものですが、歳を

重ねると風邪をひきやすくなるように低下してい

きます。殺し屋のNK細胞でさえ、30歳になると

徐々に弱まり始めます。一般的にハイリスクとな

るのは、まず加齢で免疫力が低下した高齢者、そ

して先述の基礎疾患による病人や、妊婦、乳幼児

などが、次なる要注意者です。

　一方で、免疫力は食事の内容や運動の有無など

に大きく左右されることが分かってきました。ま

た現代病と言われるストレスには滅法弱く、リ

ラックスすると免疫細胞が活性化するという特性

のあることも明らかになりました。

　要約すると、免疫力は生活習慣の影響が非常に

大きいので自分の日常生活を仔細にチェックすれ

ば、その強化はさほど難しくはないことになりま

す。ではどうするかは、「食・動・眠・浴・笑」

に気を付けること。一文字でもお分かりでしょう

が、順番に食事、運動、睡眠、入浴、笑い、です。

　最も大事なのはバランスのとれた食事です。５

大栄養素は元より、野菜をたっぷり、ヨーグルト

などの乳製品、味噌、納豆、キムチなどの発酵食

品、果物もお勧めです。次に運動は毎日が望まし

いので過激なものは避け、ウォーキングで十分で

す。さて睡眠は個人差が大きいので時間数は控え

ますが、免疫細胞は睡眠中に活性化することを肝

に銘じ、快眠を心がけてください。入浴は毎日、

少しぬるめのお湯に20～30分ほど浸かり、全身

を心地よく温めましょう。快眠も誘導するはずで

す。

最後の笑いは、心の健康をもたらす無料の薬で

す。先述のNK細胞を短時間で活性化するほか、

笑えば必然的に腹式呼吸になるので全身の血行が

良くなり、肌もきれいになります。江戸時代に生

まれた「笑う門には福来る」の格言は今も健在で、

酒は百薬の長をもじって、「笑いは千薬の長」と

も言われます。

コロナ対策も基本的には以上の心得で十分です

が、専門医によるとコロナの初期症状は風邪やイ

ンフルエンザに酷似しています。疲れなどが続い

てコロナを心配する人は多いようですが、感染者

でも基礎疾患がなくて普段は健常であれば、ほと

んどが軽症か中程度の症状で回復します。テレビ

でよく放映される味覚障害、臭覚障害はほんの一

部とのことでした。

　もう１つ、イギリス、ブラジルなどではコロナ

ウイルスが変異して、感染力が強いと問題視され

ていますが、日本での予防策はワクチン接種も始

まるし、現在の三密回避、マスク着用、うがい励

行で十分だそうです。2020年１月、中国・武漢

市で発した新型コロナの死者は世界で9,400万人

を超えました。しかし日本人の死者は4,420人と

別格で少ないのは、「マスク着用が徹底している

からでは」が、海外のコメントです。

８ 川崎南法人会だより

法 律 相 談 コ ラ ム
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Q１
共有者一人が単独で不動産を占有・使用している場合、他の共有者は不動産の明け渡し請求をする

ことができるでしょうか。

他の共有者は単独で不動産を占有・使用している共有者に対し、不動産の明渡し請求をすることが

できません。

　昭和41年５月19日最高裁判決によれば、他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて現

に共有物を占有する共有者に対して、他の共有者は当然には共有物の明渡しを請求できない、とされています。

　そうすると、共有不動産を早く占有・使用した共有者が得をする状況になり、不公平ではないで

しょうか。単独で共有不動産を占有・使用している共有者に対して、何か言えないでしょうか。

　他の共有者は共有持分に応じた使用を妨げられているので、賃料（地代・家賃）に相当する金員

（賃料相当損害金）を共有持分割合に応じて算定し，それを単独で共有不動産を占有している共有者

に対して、請求することが可能です。平成12年４月７日最高裁判決も同様に解されております。

　なお、賃料相当損害金を請求する法的根拠は、不当利得返還請求（民法703条、704条）、あるいは、不

法行為による損害賠償請求（民法709条）が考えられます。

　では、不動産を単独で占有・使用している共有者に対して、「常に」他の共有者は賃料相当損害金

を請求できるものなのでしょうか。

　「常に」賃料相当損害金を請求できるわけではありません。

　例えば、親一人が所有している不動産に一緒に暮らしている子がおり、親子間に使用貸借関係が認

められる場合、親が死亡し、同居の子がそのまま、その不動産を単独で占有・使用しているケースは多いと

思います。子が複数名いて、親が遺言を残さなかった場合、不動産は遺産共有の状態で、同居していない子

は単独で不動産を占有・使用している子に対して、賃料相当損害金を請求したいところです。しかし、平成

８年12月17日最高裁判決は、「共同相続人の１人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に

おいて被相続人と同居してきたときは、特段の事情がない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、

被相続人が死亡相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引

き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推定されるのであって、被相続人

が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人

等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借関係が存続することになるものというべき

である」と判示し、遺産分割協議が完了するまでの間は賃料相当損害金の金銭請求はできないものとされて

いるので、注意が必要です。

A１

Q２

A２

Q３

A３

身近な法律相談

相続により、不動産を共有する状態になり、共有者の一人が単独で共有不動産を占有・

使用しているケースは多いと思われます。他の共有者は何の対価も受けていない場合、共

有者の一人だけが共有不動産を占有・使用することに不満を感じて、どのようにして清算

をしていけばいいのか、考えることも多いでしょう。

　そこで、今回は、共有者間において、協議が整わず、共有者の一人が共有不動産を単独で占有・使用して

いる場合、他の共有者が不動産の明渡請求、金銭請求をすることができるのか、検討していくことにしま

しょう。

弁護士 渡　部　英　明

大谷克弥（おおたに・かつや）

　医療ジャーナリスト。東北福祉大学講師。日本医学ジャーナリスト協会会員。読売新聞社出身、在職中に長期連

載「医療ルネサンス」を創設。現在はフリーで、著作、講演活動などに従事。

筆者紹介

■外部からの病気には、自然免疫と獲得免疫で防衛

　多発しているコロナ禍で、死者は別にして感染

者から状況を聴いてみると、同じ職場にいたのに、

かなり重症で入院した人、症状が軽く自宅待機

だった人、全く無症状だった人など様々です。軽

いクシャミが数回出ただけで、勉強になったと笑

顔の人もいました。どうしてそんなに違うのかと

不思議に思い、詳しい関係者に尋ねると、ほぼ全

員が「免疫力の差」と答えます。それには高齢者

であることのほか、心臓病、呼吸器疾患、糖尿病

などの基礎疾患があるかどうかも要因のようでし

た。そこで日常的によく使われる免疫とは何かに

ついて説明します。

　人間は一見元気そうに見えても、体内では毎日

のようにガン細胞が発生したり、外部からは細菌

やウイルスが侵入してきたりと、病気の標的にさ

れています。そうした外敵に対し、内部から監視

して撃退を図るのが免疫で、言葉を替えると“自

己防衛システム”のことなのです。

　その免疫には、元々備わっていて初回攻撃が担

当の「自然免疫」と、１度入ってきた病原体を再

度追い払う「獲得免疫」の２種類があります。

ガードマンかお巡りさんのような役割をする自然

免疫は、侵入してきた病原体（抗原）に対抗して

抗体を創り、白血球などのパワーを借りて最初の

攻撃をします。最も強力なのは、名前を聴いたこ

とはあると思いますが、リンパ球の１種のＮＫ細

胞です。NKとはナチュラルキラー、つまり「俺

様は生まれつきの殺し屋だぞ」と誇示しているの

です。

　しかし同じ種類の抗原が再侵入してきた際は、

自然免疫ではもう対処できません。獲得免疫が登

場し、速やかに支援の仲間たちと協調体制を築き、

リンパ球の１種のＢ細胞、Ｔ細胞などを総出動さ

せます。ハシカなどは１度感染すると２度とかか

らないのは、この２段攻撃のおかげと言えます。

■生活習慣を見直し食事の改善などでパワーアップを

　免疫力は生まれつき備わったものですが、歳を

重ねると風邪をひきやすくなるように低下してい

きます。殺し屋のNK細胞でさえ、30歳になると

徐々に弱まり始めます。一般的にハイリスクとな

るのは、まず加齢で免疫力が低下した高齢者、そ

して先述の基礎疾患による病人や、妊婦、乳幼児

などが、次なる要注意者です。

　一方で、免疫力は食事の内容や運動の有無など

に大きく左右されることが分かってきました。ま

た現代病と言われるストレスには滅法弱く、リ

ラックスすると免疫細胞が活性化するという特性

のあることも明らかになりました。

　要約すると、免疫力は生活習慣の影響が非常に

大きいので自分の日常生活を仔細にチェックすれ

ば、その強化はさほど難しくはないことになりま

す。ではどうするかは、「食・動・眠・浴・笑」

に気を付けること。一文字でもお分かりでしょう

が、順番に食事、運動、睡眠、入浴、笑い、です。

　最も大事なのはバランスのとれた食事です。５

大栄養素は元より、野菜をたっぷり、ヨーグルト

などの乳製品、味噌、納豆、キムチなどの発酵食

品、果物もお勧めです。次に運動は毎日が望まし

いので過激なものは避け、ウォーキングで十分で

す。さて睡眠は個人差が大きいので時間数は控え

ますが、免疫細胞は睡眠中に活性化することを肝

に銘じ、快眠を心がけてください。入浴は毎日、

少しぬるめのお湯に20～30分ほど浸かり、全身

を心地よく温めましょう。快眠も誘導するはずで

す。

最後の笑いは、心の健康をもたらす無料の薬で

す。先述のNK細胞を短時間で活性化するほか、

笑えば必然的に腹式呼吸になるので全身の血行が

良くなり、肌もきれいになります。江戸時代に生

まれた「笑う門には福来る」の格言は今も健在で、

酒は百薬の長をもじって、「笑いは千薬の長」と

も言われます。

コロナ対策も基本的には以上の心得で十分です

が、専門医によるとコロナの初期症状は風邪やイ

ンフルエンザに酷似しています。疲れなどが続い

てコロナを心配する人は多いようですが、感染者

でも基礎疾患がなくて普段は健常であれば、ほと

んどが軽症か中程度の症状で回復します。テレビ

でよく放映される味覚障害、臭覚障害はほんの一

部とのことでした。

　もう１つ、イギリス、ブラジルなどではコロナ

ウイルスが変異して、感染力が強いと問題視され

ていますが、日本での予防策はワクチン接種も始

まるし、現在の三密回避、マスク着用、うがい励

行で十分だそうです。2020年１月、中国・武漢

市で発した新型コロナの死者は世界で9,400万人

を超えました。しかし日本人の死者は4,420人と

別格で少ないのは、「マスク着用が徹底している

からでは」が、海外のコメントです。

８ 川崎南法人会だより

法 律 相 談 コ ラ ム
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Q１
共有者一人が単独で不動産を占有・使用している場合、他の共有者は不動産の明け渡し請求をする

ことができるでしょうか。

他の共有者は単独で不動産を占有・使用している共有者に対し、不動産の明渡し請求をすることが

できません。

　昭和41年５月19日最高裁判決によれば、他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて現

に共有物を占有する共有者に対して、他の共有者は当然には共有物の明渡しを請求できない、とされています。

　そうすると、共有不動産を早く占有・使用した共有者が得をする状況になり、不公平ではないで

しょうか。単独で共有不動産を占有・使用している共有者に対して、何か言えないでしょうか。

　他の共有者は共有持分に応じた使用を妨げられているので、賃料（地代・家賃）に相当する金員

（賃料相当損害金）を共有持分割合に応じて算定し，それを単独で共有不動産を占有している共有者

に対して、請求することが可能です。平成12年４月７日最高裁判決も同様に解されております。

　なお、賃料相当損害金を請求する法的根拠は、不当利得返還請求（民法703条、704条）、あるいは、不

法行為による損害賠償請求（民法709条）が考えられます。

　では、不動産を単独で占有・使用している共有者に対して、「常に」他の共有者は賃料相当損害金

を請求できるものなのでしょうか。

　「常に」賃料相当損害金を請求できるわけではありません。

　例えば、親一人が所有している不動産に一緒に暮らしている子がおり、親子間に使用貸借関係が認

められる場合、親が死亡し、同居の子がそのまま、その不動産を単独で占有・使用しているケースは多いと

思います。子が複数名いて、親が遺言を残さなかった場合、不動産は遺産共有の状態で、同居していない子

は単独で不動産を占有・使用している子に対して、賃料相当損害金を請求したいところです。しかし、平成

８年12月17日最高裁判決は、「共同相続人の１人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に

おいて被相続人と同居してきたときは、特段の事情がない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、

被相続人が死亡相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引

き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推定されるのであって、被相続人

が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人

等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借関係が存続することになるものというべき

である」と判示し、遺産分割協議が完了するまでの間は賃料相当損害金の金銭請求はできないものとされて

いるので、注意が必要です。

A１

Q２

A２

Q３

A３

身近な法律相談

相続により、不動産を共有する状態になり、共有者の一人が単独で共有不動産を占有・

使用しているケースは多いと思われます。他の共有者は何の対価も受けていない場合、共

有者の一人だけが共有不動産を占有・使用することに不満を感じて、どのようにして清算

をしていけばいいのか、考えることも多いでしょう。

　そこで、今回は、共有者間において、協議が整わず、共有者の一人が共有不動産を単独で占有・使用して

いる場合、他の共有者が不動産の明渡請求、金銭請求をすることができるのか、検討していくことにしま

しょう。

弁護士 渡　部　英　明

大谷克弥（おおたに・かつや）

　医療ジャーナリスト。東北福祉大学講師。日本医学ジャーナリスト協会会員。読売新聞社出身、在職中に長期連

載「医療ルネサンス」を創設。現在はフリーで、著作、講演活動などに従事。

筆者紹介

■外部からの病気には、自然免疫と獲得免疫で防衛

　多発しているコロナ禍で、死者は別にして感染

者から状況を聴いてみると、同じ職場にいたのに、

かなり重症で入院した人、症状が軽く自宅待機

だった人、全く無症状だった人など様々です。軽

いクシャミが数回出ただけで、勉強になったと笑

顔の人もいました。どうしてそんなに違うのかと

不思議に思い、詳しい関係者に尋ねると、ほぼ全

員が「免疫力の差」と答えます。それには高齢者

であることのほか、心臓病、呼吸器疾患、糖尿病

などの基礎疾患があるかどうかも要因のようでし

た。そこで日常的によく使われる免疫とは何かに

ついて説明します。

　人間は一見元気そうに見えても、体内では毎日

のようにガン細胞が発生したり、外部からは細菌

やウイルスが侵入してきたりと、病気の標的にさ

れています。そうした外敵に対し、内部から監視

して撃退を図るのが免疫で、言葉を替えると“自

己防衛システム”のことなのです。

　その免疫には、元々備わっていて初回攻撃が担

当の「自然免疫」と、１度入ってきた病原体を再

度追い払う「獲得免疫」の２種類があります。

ガードマンかお巡りさんのような役割をする自然

免疫は、侵入してきた病原体（抗原）に対抗して

抗体を創り、白血球などのパワーを借りて最初の

攻撃をします。最も強力なのは、名前を聴いたこ

とはあると思いますが、リンパ球の１種のＮＫ細

胞です。NKとはナチュラルキラー、つまり「俺

様は生まれつきの殺し屋だぞ」と誇示しているの

です。

　しかし同じ種類の抗原が再侵入してきた際は、

自然免疫ではもう対処できません。獲得免疫が登

場し、速やかに支援の仲間たちと協調体制を築き、

リンパ球の１種のＢ細胞、Ｔ細胞などを総出動さ

せます。ハシカなどは１度感染すると２度とかか

らないのは、この２段攻撃のおかげと言えます。

■生活習慣を見直し食事の改善などでパワーアップを

　免疫力は生まれつき備わったものですが、歳を

重ねると風邪をひきやすくなるように低下してい

きます。殺し屋のNK細胞でさえ、30歳になると

徐々に弱まり始めます。一般的にハイリスクとな

るのは、まず加齢で免疫力が低下した高齢者、そ

して先述の基礎疾患による病人や、妊婦、乳幼児

などが、次なる要注意者です。

　一方で、免疫力は食事の内容や運動の有無など

に大きく左右されることが分かってきました。ま

た現代病と言われるストレスには滅法弱く、リ

ラックスすると免疫細胞が活性化するという特性

のあることも明らかになりました。

　要約すると、免疫力は生活習慣の影響が非常に

大きいので自分の日常生活を仔細にチェックすれ

ば、その強化はさほど難しくはないことになりま

す。ではどうするかは、「食・動・眠・浴・笑」

に気を付けること。一文字でもお分かりでしょう

が、順番に食事、運動、睡眠、入浴、笑い、です。

　最も大事なのはバランスのとれた食事です。５

大栄養素は元より、野菜をたっぷり、ヨーグルト

などの乳製品、味噌、納豆、キムチなどの発酵食

品、果物もお勧めです。次に運動は毎日が望まし

いので過激なものは避け、ウォーキングで十分で

す。さて睡眠は個人差が大きいので時間数は控え

ますが、免疫細胞は睡眠中に活性化することを肝

に銘じ、快眠を心がけてください。入浴は毎日、

少しぬるめのお湯に20～30分ほど浸かり、全身

を心地よく温めましょう。快眠も誘導するはずで

す。

最後の笑いは、心の健康をもたらす無料の薬で

す。先述のNK細胞を短時間で活性化するほか、

笑えば必然的に腹式呼吸になるので全身の血行が

良くなり、肌もきれいになります。江戸時代に生

まれた「笑う門には福来る」の格言は今も健在で、

酒は百薬の長をもじって、「笑いは千薬の長」と

も言われます。

コロナ対策も基本的には以上の心得で十分です

が、専門医によるとコロナの初期症状は風邪やイ

ンフルエンザに酷似しています。疲れなどが続い

てコロナを心配する人は多いようですが、感染者

でも基礎疾患がなくて普段は健常であれば、ほと

んどが軽症か中程度の症状で回復します。テレビ

でよく放映される味覚障害、臭覚障害はほんの一

部とのことでした。

　もう１つ、イギリス、ブラジルなどではコロナ

ウイルスが変異して、感染力が強いと問題視され

ていますが、日本での予防策はワクチン接種も始

まるし、現在の三密回避、マスク着用、うがい励

行で十分だそうです。2020年１月、中国・武漢

市で発した新型コロナの死者は世界で9,400万人

を超えました。しかし日本人の死者は4,420人と

別格で少ないのは、「マスク着用が徹底している

からでは」が、海外のコメントです。
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2022年３月卒業予定の大学・大学院生などを

対象にした企業の採用活動が本格化している。昨

年は新型コロナウイルス感染防止のため、ウェブ

面接による採用が一気に広まった。中小企業に

とっては応募地域の広域化や経費削減などメリッ

トも多い。コロナ禍が長期化する中で、対面と

ウェブの面接を組み合わせた『ハイブリッド型』

が新常態として定着しそうだ。知名度では大企業

にかなわない中小企業こそ、オンライン採用を上

手に活用したい。

　採用コンサルティングのMyRefer（東京都中央

区）が就活生に実施したアンケート（調査時期

20年７月）によると、複数の内定を持つ学生の

うち約57％が、最終的に内定先を「１社に絞る

時期」は内定式後と回答している。例年は内定式

前に９割が１社に絞る。行動が慎重になった理由

は「どの内定先が自分にあっているか決め手に欠

ける」（約48％）が最も多かった。企業側も「本

当に優秀な学生を取りこぼしていないか」など不

安は尽きなかったようだ。

　一方で、ウェブ面接のメリットをあげる企業も

少なくない。都内で試験機器を製造する中小企業

は「従来は首都圏の学生しか応募してこなかった。

会社説明会や面接をウェブにしたら地方の学生も

受けてくるようになった」と好感する。採用経費

が前年より４割削減になった I T系の中小企業も

ある。ウェブ主体の採用は学生の交通費や宿泊費

といった会社負担が少なくて済む。

　オンライン採用で実績をあげている中小企業は

インターンシップに工夫を凝らす。学生は会社説

明会の焼き直しのようなインターンシップには魅

力を感じない。都内の I T 系企業は、志望者に

「会社の○年後」をテーマにしたオンライン演劇

をグループ単位で実施した。学生は準備段階で経

営課題も含めた情報を提供してもらえるため、企

業への理解や愛着を深めることができる。

会社説明会と一次・二次面接はウェブを利用し、

最終面接のみ対面で行った中小企業のトップは

「ウェブ面接だけでは職場のイメージが湧きにく

い。採用は肌感覚の情報共有が大事」とみる。こ

のため学生が自分の希望する職場かどうか感触を

つかめるよう、社員とのフリートークを行った。

また社員が知人や友人を紹介するリファラル採用

を導入する企業が増えている。ウェブ面接での情

報不足や合同説明会が開催されないことによる

「出会いの場」の減少を補っている。

　国連の持続可能な開発目標（SDGs）への関心

が高まる中、学生は就職先を選ぶ基準として企業

の社会貢献度や働きがいを重視する傾向にある。

「社会課題の解決に役立つ仕事をしたい」

「SDGsに配慮する企業でなければ生き残れない」

との考えからだ。環境に配慮したモノづくりや再

生可能エネルギーの利用、自然保護活動、事業継

続計画（BCP）、健康経営などの取り組みを積極

的に発信できるようにしたい。

 中小企業にとってオンライン採用は諸刃の剣で

もある。『ハイブリッド型』が定着すれば、イン

ターンシップなどでは創意工夫が試されよう。学

生から深い共感や十分な理解が得られない企業

は、内定辞退や早期離職が多発しかねない。中小

企業は個性あふれる手法で学生を魅了し、優秀な

人材の確保に努めてほしい。

　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタル
トランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置が創設されるとともに、こう
した投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例が設けられました。また、中小企業の経営資源の集
約化による事業再構築等を促す措置が創設されました。
　法人会では、昨年９月に「令和３年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地方自治
体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小法人向け税制措置の適用期限延長、土地
に係る固定資産税の課税標準額が据え置かれるなど法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現す
る運びとなりました。

　法人課税
１．法人税率の軽減措置

法人会提言
・中小法人に適用される軽減税率の特例15％を本

則化すべきである。また、昭和56年以来、800万
円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金
額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。な
お、本制度は令和３年３月末日が適用期限となっ
ていることから、直ちに本則化することが困難な
場合は適用期限を延長する。

改正の概要
・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期

限が２年延長されました。

２．中小企業投資促進税制
法人会提言
・中小企業投資促進税制については、対象設備を拡

充したうえ、「中古設備」を含める。なお、それ
が直ちに困難な場合は、令和３年３月末日までと
なっている特例措置の適用期限を延長する。

改正の概要
・中小企業投資促進税制に商業・サービス業・農林

水産業活性化税制を整理・統合したうえで、適用
期限が２年延長されました。

３．中小企業の設備投資支援措置
法人会提言
・「中小企業経営強化税制」、および令和元年度税

制改正で創設された「中小企業防災・減災投資促
進税制（中小企業強靱化法）」は、令和３年３月
末日が適用期限となっていることから、適用期限
を延長する。

改正の概要
・中小企業経営強化税制について、対象に経営資源

集約化設備が追加されたうえで、２年延長されま
した。

・中小企業防災・減災投資促進税制について、計画
の認定期限が設けられるとともに、特別償却率の
引き下げや対象資産の見直しが行われました。

地方税
１．固定資産税の抜本的見直し

法人会提言
・令和２年の全国の公示価格は５年連続で上昇し、

地方圏においても、全用途平均、商業地が平成４
年以来28年ぶりに上昇に転じるなど、地価は全
国的に上昇傾向が広がりはじめた。令和３年度は
評価替えの年度となるが、今般の新型コロナは企
業に多大な影響を与えていることから、負担増と
ならないよう配慮すべきである。

改正の概要
・令和３年度に限り、税額が増加する宅地等（負担

水準が商業地等は60％未満、それ以外は100％未
満の土地に限る）及び農地（負担水準が100％未
満の土地に限る）については、令和２年度の課税
標準額と同額となります。

その他
１．新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における
　　税制上の措置の延長等

法人会提言
・新型コロナウイルスの収束時期は不透明であるこ

とから、中小企業の厳しい経営実態等を見極めな
がら、適用期限の延長や制度を拡充すること。

改正の概要
・新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響

を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消
費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限が
令和４年３月31日まで延長されました。

２．少子化対策
法人会提言
・少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育

等を整備するなどの現物給付に重点を置くべきで
ある。その際、企業も積極的に子育て支援に関与
できるよう、企業主導型保育事業のさらなる活用
に向けて検討する。

改正の概要
・子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受け

た者が一定の保育施設の用に供する固定資産に係
る固定資産税及び都市計画税の課税標準を減免す
る特例措置について、適用期限が２年延長されま
した。

法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項

コ ラ ム 税 制 改 正 に 関 す る 提 言

岡田直樹（おかだ・なおき）

　1984年、日刊工業新聞社入社。記者として、金融・電機・情報通信などの産業界、総務省・経済産業省・内閣

府などの官庁を担当する。論説委員、論説委員長、日刊工業産業研究所長などを経て、特別論説委員。埼玉県出身。
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　異なる言葉を話す者同士の円滑な疎通には、双

方の価値観、世界観の共有は必須で、それが弱い

と疎通の難しさが生じてくる。ところが同じ日本

語を話す日本人同士でも、疎通の難しいことがあ

る。

　会議時間の短縮化、情報共有の流れを良くする

ためにやれることは何かを考えた。たとえば、

「人々が互いに関わり合って生きて暮らしていく

場」のことを、日本語では「世の中」とも「世間」

とも「社会」とも言う。言葉が違うのだから、意

味も違うはずだが、その識別はあいまいだ。その

原因は一つひとつの単語が抱える世界観の違いの

未整理にありそうだ。

　一つの言語は一つの世界観、価値観の中で培わ

れていくものだが、日本語には一つの言語の中で

「和語、漢語、西洋文化の日本持ち込みに伴う翻

訳造語」のそれぞれが抱える異なる世界観が、混

在している。

　「世の中」というように、漢字の読みが訓なら

“八百万（やおよろず）”や“和”という和語の

世界観の言葉なので、「世の中」には自分を軸に

しているけれども「平和な世の中」というぼんや

りした“有情の空間”が無理なく伴える。「世間」

というように音読みなら、「世間体」や「世間の目」

というように、他人の視線を伴う自分の行動する

範囲の外側には漢語の世界観である“仁・義・

礼・智・真”など中国思想が漂っているなど、「世

の中」よりもだいぶ具体的な空間を指している。

　殆どの言葉は漢字の読みの音訓で、この２つの

世界のどちらに入るかは大概識別できるのだが、

やっかいなのは漢字による翻訳造語の存在だ。

　翻訳造語は西欧文化を日本に紹介するために造

語されたので、言葉が背負う世界観は西欧文化だ

が、その言葉は国内では憧れとともに最先端の文

明として使用されたので、翻訳造語はピッカピカ

で、「自己、自由、権利、論理」といった頭脳明

晰で、最新鋭な空気感をともなっている。翻訳造

語された和製漢語一覧（http : //www5b .b i -

globe.ne.jp/~shu-sato/kanji/waseikango.htm）を

眺めると、和語にも漢語の世界観にも当てはめに

くい言葉だということが伝わってくる。

その西欧文化から翻訳造語の「社会」を眺める

と、「世の中」と重なる部分もあるが時間的概念

は伴わず、公共的性質が伴うなど、微妙に「世の

中」とも違っていることに気付く。

　私たち日本人はこうした言葉が背負っている異

なる世界観を見事に使い回すことで疎通している

のだが、気になるのは使い回しの個人差だ。その

個人差が、疎通のまずさに繋がってくる。そこで、

こんな世界観の個人差など気にせず確実に伝える

言い方も見つけた。落語など、日本の噺やヒット

した歌謡曲の歌詞は殆どが、訓読みだったのだ。

それに倣えば、漢語の「会議」は「考えを合わせ

るために話し合う場」、翻訳造語の「応援」は

「支え助ける」となる。円滑な疎通には、ピッカ

ピカな言葉、音読み漢字の言葉は、訓読みの言葉

に言い砕くことが日本語では円滑な疎通のコツに

なりそうだ。日本語は複雑だが、重層化の構造は

意外にスッキリ、単純だ。

　空気の流れのよい職場とは、案外、こんなこと

で生まれるのかもしれない。
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2022年３月卒業予定の大学・大学院生などを

対象にした企業の採用活動が本格化している。昨

年は新型コロナウイルス感染防止のため、ウェブ

面接による採用が一気に広まった。中小企業に

とっては応募地域の広域化や経費削減などメリッ

トも多い。コロナ禍が長期化する中で、対面と

ウェブの面接を組み合わせた『ハイブリッド型』

が新常態として定着しそうだ。知名度では大企業

にかなわない中小企業こそ、オンライン採用を上

手に活用したい。

　採用コンサルティングのMyRefer（東京都中央

区）が就活生に実施したアンケート（調査時期

20年７月）によると、複数の内定を持つ学生の

うち約57％が、最終的に内定先を「１社に絞る

時期」は内定式後と回答している。例年は内定式

前に９割が１社に絞る。行動が慎重になった理由

は「どの内定先が自分にあっているか決め手に欠

ける」（約48％）が最も多かった。企業側も「本

当に優秀な学生を取りこぼしていないか」など不

安は尽きなかったようだ。

　一方で、ウェブ面接のメリットをあげる企業も

少なくない。都内で試験機器を製造する中小企業

は「従来は首都圏の学生しか応募してこなかった。

会社説明会や面接をウェブにしたら地方の学生も

受けてくるようになった」と好感する。採用経費

が前年より４割削減になった I T系の中小企業も

ある。ウェブ主体の採用は学生の交通費や宿泊費

といった会社負担が少なくて済む。

　オンライン採用で実績をあげている中小企業は

インターンシップに工夫を凝らす。学生は会社説

明会の焼き直しのようなインターンシップには魅

力を感じない。都内の I T 系企業は、志望者に

「会社の○年後」をテーマにしたオンライン演劇

をグループ単位で実施した。学生は準備段階で経

営課題も含めた情報を提供してもらえるため、企

業への理解や愛着を深めることができる。

会社説明会と一次・二次面接はウェブを利用し、

最終面接のみ対面で行った中小企業のトップは

「ウェブ面接だけでは職場のイメージが湧きにく

い。採用は肌感覚の情報共有が大事」とみる。こ

のため学生が自分の希望する職場かどうか感触を

つかめるよう、社員とのフリートークを行った。

また社員が知人や友人を紹介するリファラル採用

を導入する企業が増えている。ウェブ面接での情

報不足や合同説明会が開催されないことによる

「出会いの場」の減少を補っている。

　国連の持続可能な開発目標（SDGs）への関心

が高まる中、学生は就職先を選ぶ基準として企業

の社会貢献度や働きがいを重視する傾向にある。

「社会課題の解決に役立つ仕事をしたい」

「SDGsに配慮する企業でなければ生き残れない」

との考えからだ。環境に配慮したモノづくりや再

生可能エネルギーの利用、自然保護活動、事業継

続計画（BCP）、健康経営などの取り組みを積極

的に発信できるようにしたい。

 中小企業にとってオンライン採用は諸刃の剣で

もある。『ハイブリッド型』が定着すれば、イン

ターンシップなどでは創意工夫が試されよう。学

生から深い共感や十分な理解が得られない企業

は、内定辞退や早期離職が多発しかねない。中小

企業は個性あふれる手法で学生を魅了し、優秀な

人材の確保に努めてほしい。

　令和３年度税制改正では、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタル
トランスフォーメーション及びカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置が創設されるとともに、こう
した投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例が設けられました。また、中小企業の経営資源の集
約化による事業再構築等を促す措置が創設されました。
　法人会では、昨年９月に「令和３年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地方自治
体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小法人向け税制措置の適用期限延長、土地
に係る固定資産税の課税標準額が据え置かれるなど法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現す
る運びとなりました。

　法人課税
１．法人税率の軽減措置

法人会提言
・中小法人に適用される軽減税率の特例15％を本

則化すべきである。また、昭和56年以来、800万
円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金
額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。な
お、本制度は令和３年３月末日が適用期限となっ
ていることから、直ちに本則化することが困難な
場合は適用期限を延長する。

改正の概要
・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期

限が２年延長されました。

２．中小企業投資促進税制
法人会提言
・中小企業投資促進税制については、対象設備を拡

充したうえ、「中古設備」を含める。なお、それ
が直ちに困難な場合は、令和３年３月末日までと
なっている特例措置の適用期限を延長する。

改正の概要
・中小企業投資促進税制に商業・サービス業・農林

水産業活性化税制を整理・統合したうえで、適用
期限が２年延長されました。

３．中小企業の設備投資支援措置
法人会提言
・「中小企業経営強化税制」、および令和元年度税

制改正で創設された「中小企業防災・減災投資促
進税制（中小企業強靱化法）」は、令和３年３月
末日が適用期限となっていることから、適用期限
を延長する。

改正の概要
・中小企業経営強化税制について、対象に経営資源

集約化設備が追加されたうえで、２年延長されま
した。

・中小企業防災・減災投資促進税制について、計画
の認定期限が設けられるとともに、特別償却率の
引き下げや対象資産の見直しが行われました。

地方税
１．固定資産税の抜本的見直し

法人会提言
・令和２年の全国の公示価格は５年連続で上昇し、

地方圏においても、全用途平均、商業地が平成４
年以来28年ぶりに上昇に転じるなど、地価は全
国的に上昇傾向が広がりはじめた。令和３年度は
評価替えの年度となるが、今般の新型コロナは企
業に多大な影響を与えていることから、負担増と
ならないよう配慮すべきである。

改正の概要
・令和３年度に限り、税額が増加する宅地等（負担

水準が商業地等は60％未満、それ以外は100％未
満の土地に限る）及び農地（負担水準が100％未
満の土地に限る）については、令和２年度の課税
標準額と同額となります。

その他
１．新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における
　　税制上の措置の延長等

法人会提言
・新型コロナウイルスの収束時期は不透明であるこ

とから、中小企業の厳しい経営実態等を見極めな
がら、適用期限の延長や制度を拡充すること。

改正の概要
・新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響

を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消
費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限が
令和４年３月31日まで延長されました。

２．少子化対策
法人会提言
・少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育

等を整備するなどの現物給付に重点を置くべきで
ある。その際、企業も積極的に子育て支援に関与
できるよう、企業主導型保育事業のさらなる活用
に向けて検討する。

改正の概要
・子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受け

た者が一定の保育施設の用に供する固定資産に係
る固定資産税及び都市計画税の課税標準を減免す
る特例措置について、適用期限が２年延長されま
した。

法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項

コ ラ ム 税 制 改 正 に 関 す る 提 言

岡田直樹（おかだ・なおき）

　1984年、日刊工業新聞社入社。記者として、金融・電機・情報通信などの産業界、総務省・経済産業省・内閣

府などの官庁を担当する。論説委員、論説委員長、日刊工業産業研究所長などを経て、特別論説委員。埼玉県出身。
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　異なる言葉を話す者同士の円滑な疎通には、双

方の価値観、世界観の共有は必須で、それが弱い

と疎通の難しさが生じてくる。ところが同じ日本

語を話す日本人同士でも、疎通の難しいことがあ

る。

　会議時間の短縮化、情報共有の流れを良くする

ためにやれることは何かを考えた。たとえば、

「人々が互いに関わり合って生きて暮らしていく

場」のことを、日本語では「世の中」とも「世間」

とも「社会」とも言う。言葉が違うのだから、意

味も違うはずだが、その識別はあいまいだ。その

原因は一つひとつの単語が抱える世界観の違いの

未整理にありそうだ。

　一つの言語は一つの世界観、価値観の中で培わ

れていくものだが、日本語には一つの言語の中で

「和語、漢語、西洋文化の日本持ち込みに伴う翻

訳造語」のそれぞれが抱える異なる世界観が、混

在している。

　「世の中」というように、漢字の読みが訓なら

“八百万（やおよろず）”や“和”という和語の

世界観の言葉なので、「世の中」には自分を軸に

しているけれども「平和な世の中」というぼんや

りした“有情の空間”が無理なく伴える。「世間」

というように音読みなら、「世間体」や「世間の目」

というように、他人の視線を伴う自分の行動する

範囲の外側には漢語の世界観である“仁・義・

礼・智・真”など中国思想が漂っているなど、「世

の中」よりもだいぶ具体的な空間を指している。

　殆どの言葉は漢字の読みの音訓で、この２つの

世界のどちらに入るかは大概識別できるのだが、

やっかいなのは漢字による翻訳造語の存在だ。

　翻訳造語は西欧文化を日本に紹介するために造

語されたので、言葉が背負う世界観は西欧文化だ

が、その言葉は国内では憧れとともに最先端の文

明として使用されたので、翻訳造語はピッカピカ

で、「自己、自由、権利、論理」といった頭脳明

晰で、最新鋭な空気感をともなっている。翻訳造

語された和製漢語一覧（http : //www5b .b i -

globe.ne.jp/~shu-sato/kanji/waseikango.htm）を

眺めると、和語にも漢語の世界観にも当てはめに

くい言葉だということが伝わってくる。

その西欧文化から翻訳造語の「社会」を眺める

と、「世の中」と重なる部分もあるが時間的概念

は伴わず、公共的性質が伴うなど、微妙に「世の

中」とも違っていることに気付く。

　私たち日本人はこうした言葉が背負っている異

なる世界観を見事に使い回すことで疎通している

のだが、気になるのは使い回しの個人差だ。その

個人差が、疎通のまずさに繋がってくる。そこで、

こんな世界観の個人差など気にせず確実に伝える

言い方も見つけた。落語など、日本の噺やヒット

した歌謡曲の歌詞は殆どが、訓読みだったのだ。

それに倣えば、漢語の「会議」は「考えを合わせ

るために話し合う場」、翻訳造語の「応援」は

「支え助ける」となる。円滑な疎通には、ピッカ

ピカな言葉、音読み漢字の言葉は、訓読みの言葉

に言い砕くことが日本語では円滑な疎通のコツに

なりそうだ。日本語は複雑だが、重層化の構造は

意外にスッキリ、単純だ。

　空気の流れのよい職場とは、案外、こんなこと

で生まれるのかもしれない。
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࠲ ࢫ · ς Σ Λ · ୕ ྩ  ̥ ͣ ͈ ̤  ͣ ̵

૧ ව ٛ ֥ 紹 介 ૧̱̞ಏۼ૧̱̞ಏۼ ˬˮ ȜȜ

住 　 所 ɧ210Į081ĸ　૰ජࡇॄ市ॄߊ大本ˍĮ1ĸ　サンメイΜˍŇ

T E L 0ĵĵȽ201Ƚ1ĵ80　　FAX 0ĵĵȽ201Ƚ1ĵ81ġ　　

E - m a i l info@seiryo.biz

U R L ũŵŵűĻİİŸŸŸįŴŦŪųźŰĮţŰŶŴŢŪįŤŰįūűġ

ခٛࡠ২ၹުࢥȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁయນ৾ȁനȁȁ

ٛ২ġΑ΅σͺΛίȁȁȁȁȁȁȁȁయນ৾ȁ૧ᚧȁఄਏڼ

住　　所 ɧ210Į0806　૰ජࡇॄ市ॄߊ中ോ２Ƚ˒Ƚ２
T E L 0ĵĵȽ58ĺȽ38ĵ8　　FAX 0ĵĵȽ58ĺȽ38ĵĺ
U R L ũŵŵűŴĻİİŸŸŸįŴŬŪŭŭŶű2138įūűİ
事業内容　ඒ一ࢥ事、改ਘࢥ事௷場、ٜ体ࢥ事௷場　自動৬関連事業

■সӮসఊのᾙϡᘄⅈࡑ
൚২には、経ࡑཅີなスタΛフがそͧっています。௷場のുٟやߓࢥの၂下
を未டに防̪ために、ુにհ全をփেして௷場の設置・ٜ体をいたします。
また߃ႋの方șに来るか̨り̮ྸთをかけないようにै業を行っております。

■∘≗かɞ˝ーʭʽˉ˞なૡ事
自২所ခの௷場ऺをঀ用し、スάーデͻーなࢥ期とςーΒナήルな価格を実
現します。ਲ来のࢥ事よりも少人ତ、೩ࢥତで施ࢥがخෝであり人費や運
เ費をॉ減したςーΒナήルな費用でࢥ事をけ負うことができます。ġ

■ なਐక
現場のୄはྀ日かなら̴行います。̮ջှ主さまや߃ႋにおਯいの方șに
不١感を与えてしまうことのないよう、スタΛフのζナーޗ育をഔೲしてお
ります。人ۼづくりを大୨に、地֖のٯအにှされる会২を࿒ঐして一つ
͌とつの現場に୍実に向き合います。

ˈʖッʻˀʬ事ᅃ⟹ΩーΕナルトτーニンΈジθも運営しています。
https://skillup-gym.com/　←こちらからご確認ください。

Ⱥخ　　ݺȻ૰ජࡇ事خݺ（般）　లĸ1ĸ26　消防施設事業

૰ජࡇ事خݺ（般）　లĸ1ĸ26ࢥۯ　事業

Ⱥ事業ඤယȻスίςン·ラー設備・ؚඤ消غ設備・連ࠫ水ۯ設備

༺消غ設備・不活性΄ス消غ設備・ΧロΊン化物消غ設備

ඵॸ化ౢள消غ設備・末消غ設備・自動غ災༭設備・ڎਅ配ࢥۯ事

জ̹̻ၹ̜͉ͥͣ͠ުࢥકཡ୭͈ঔ̧̹̱̀̽ͩ͘ࠈͅࢥȃ
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“備えあれば憂いなし”

㇓ 川崎南法人会だより クケ川崎南法人会だより
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12 川崎南法人会だより ５川崎南法人会だより

健 康 ク リ ニ ッ ク 税 務 署 か ら の お 知 ら せ

新 入 会 員 紹 介新 入 会 員 紹 介新 入 会 員 紹 介新 入 会 員 紹 介 新しい仲間新しい仲間 ＰＲコーナー

住 　 所 〒210-0817　神奈川県川崎市川崎区大師本町１-17　サンメイツ１F

T E L 044－201－1480　　FAX 044－201－1481 　　

E - m a i l info@seiryo.biz

U R L http://www.seiryo-bousai.co.jp 

有限会社生稜工業　　　　　　　　　　　代表取締役　石田　　生

株式会社 スキルアップ　　　　　　　　代表取締役　新澤　尊樹

住　　所 〒210-0806　神奈川県川崎市川崎区中島２－６－２
T E L 044－589－3848　　FAX 044－589－3849
U R L https://www.skillup2138.jp/
事業内容　鳶一式工事、改修工事足場、解体工事足場　自動車関連事業

■安全安心の解体用足場
当社には、経験豊富なスタッフがそろっています。足場の倒壊や工具の落下
を未然に防ぐために、常に安全を意識して足場の設置・解体をいたします。
また近隣の方々に出来るかぎりご迷惑をかけないように作業を行っております。

■迅速かつリーズナブルな工事
自社所有の足場材を使用し、スピーディーな工期とリーズナブルな価格を実
現します。従来の工事よりも少人数、低工数で施工が可能であり人件費や運
搬費を削減したリーズナブルな費用で工事を請け負うことができます。 

■誠実な対応
現場の清掃は毎日かならず行います。ご依頼主さまや近隣にお住いの方々に
不快感を与えてしまうことのないよう、スタッフのマナー教育を徹底してお
ります。人間づくりを大切に、地域の皆様に信頼される会社を目指して一つ
ひとつの現場に誠実に向き合います。

フィットネス事業：パーソナルトレーニングジムも運営しています。
https://skillup-gym.com/　←こちらからご確認ください。

【許　　可】神奈川県知事許可（般）　第71726号　消防施設事業

神奈川県知事許可（般）　第71726号　管工事業

【事業内容】スプリンクラー設備・屋内消火栓設備・連結送水管設備

泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備

二酸化炭素消火設備・粉末消火設備・自動火災報知設備・各種配管工事

私たち生稜工業はあらゆる消防設備の施工に携わってきました。

「業務を誠実に」を厳しく順守し、安全な暮らしを守るためのお手伝いをさせていただきます。

“備えあれば憂いなし”

４ 川崎南法人会だより 13川崎南法人会だより

税 務 署 か ら の お 知 ら せ 新 し い 仲 間 P R コ ー ナ ー



オンラインセミナーオンラインセミナー ３月４日 オンラインセミナーオンラインセミナー ４月15日

テーマ：「オンライン・コミュニケーション術」
講　師：フリーアナウンサー　重信　香織　氏

講師に元NHKキャスターの重信先生をお迎えし、リアルとオン

ラインコミュニケーションの違いなどオンラインでのコミュニ

ケーション術のポイントやオンラインでの話し方・聞き方を実

践も交えながら分かり易く研修して頂きました。

テーマ：「コミュニケーション力」
講　師：マナー研修講師　桑野　麻衣　氏

ウィズコロナ時代でも好かれて信頼される人のコミュニ
ケーション力についてオンラインで研修しました。信頼
されるコミュニケーションのポイント「表現力」「会話力」
「共感力」の３つの点について役立つ研修をオンライン
で開催しました。

[作者紹介]
神谷一郎（かみや・いちろう）　専修大法学部卒後、漫画プロダクションを経て漫画家に。現在はフリーランスのイラス
トレーターとして、雑誌・広告・水彩画挿絵等で活躍中。

７つの間違い探し
＊右の絵と左の絵には相違点が７か所あります。
　見つかりますかな？（答えは15頁にあります）

川崎南法人会からのお知らせです
法人会ではコロナ禍による各種事業の中止を余儀なくされるなか、税務協力団体としての役目を果たすべく、

各種情報発信を行なっております。
会員企業のみなさまには、今後も継続して有益な税に関する情報を直接お届けする活動を行ってまいります。
以下の冊子につきまして、必要な会員企業さまに無償でご提供いたします。（送料含無料）
ご希望の方は、法人会事務局までFAXを頂くか、メールにて会社名、ご担当者さま、ご住所、連絡先、必

要冊子名及び部数をお知らせください。

【法人会事務局】　FAX : 044－276－8738　Eメール info@km-hojinkai.or.jp

川崎市立西御幸小学校６年生

大野　結来 さん
川崎市立旭町小学校６年生

越智　咲花 さん
川崎市立戸手小学校６年生

西村　萌音 さん

川崎市立西御幸小学校６年生

水嶋　悠大 さん
川崎市立東小田小学校６年生

土屋　美晴 さん
川崎市立西御幸小学校６年生

栗山　将輝 さん

川崎市立東小田小学校６年生

平賀　　敦 さん
川崎市立戸手小学校６年生

岸田　悠莉 さん

女性部会長賞 青年部会長賞 副会長賞

優秀賞 優秀賞 優秀賞

副会長賞

優秀賞

川崎南法人会だより 川崎南法人会だより14 ３

税に関する絵はがきコンクール活 動 報 告

講　師：東京地方税理士会　川崎南支部
　　　　嶋矢　剛　氏
会　場：川崎市産業振興会館
時　間：18：00～20：00

会　場：川崎日航ホテル
時　間： 14：00～15：30

講　師：社会保険労務士　志田　淳　氏
会　場：カルッツかわさき
時　間：14：00～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：カルッツかわさき
時　間：13：30～16：00

会　場：カルッツかわさき
時　間：14：00～15：00

会　場：サンピアンかわさき
時　間：17：30～18：30

　　　　　　
テーマ：「ビジネスマナー研修」
講　師：㈱SUGIコーポレイション
　　　　三浦　美由紀　氏
会　場：川崎市産業振興会館
時　間：14：00～16：00

会　場：戸手小学校
時　間：9：30～12：15

会　場：カルッツかわさき
時　間：未定

会　場：下平間小学校
時　間：13：45～14：30

新入会員のご紹介
（令和３年２月１日～３月31日）

支部名 法　人　名 業　　種 紹　介　者所　在　地

小川町16-18　川崎第2セントラルハイツ703

代　表　者

中央 川 崎 ダ イ ヤ ㈱ 建設業 A I G 損 害 保 険 ㈱水 谷 樹 夫

令和３年５月

川崎南法人会　主要事業予定

（新型コロナウイルス感染症の影響により事業が変更になる場合がありますのでお問い合わせください）

税 務 無 料 相 談税 務 無 料 相 談
相 談 日

場 所

毎週火曜日　午後１時～３時
５月の相談日／ 11日、18日、25日
６月の相談日／ ８日、15日、22日
相談については、事前に事務局までご連絡ください。

公益社団法人 川崎南法人会事務局 044-276-8731
川崎市幸区堀川町66-20（川崎市産業振興会館５F）

法 律 無 料 相 談法 律 無 料 相 談
相 談 日

場 所

ご希望の日程、時間をお知らせください
お気軽にご相談ください

横浜綜合法律事務所
横浜市中区日本大通11  横浜情報文化センター11F

相談については事前に事務局までご連絡ください。
（ 044-276-8731）

●女性部会　報告会
26日水

●租税教室
28日金

●源泉部会研修会
22日　火

●第9回　通常総会
11日　金

●新設法人説明会
12日　水

●女性部会　役員会
13日　木

●青年部会　報告会
14日　金

●社員研修講座
18日　火

●租税教室　
25日　火

●実務経理セミナー
３日　～10日間木

６月

　令和２年３月２日（火）川崎市立西御幸小学校にお

いて、第11回「税に関する絵はがきコンクール」表

彰等贈呈式が行われました。「税に関する絵はがきコ

ンクール」は、小学生への租税教育活動として、毎年

実施しています。租税教室などを通じて、学童に“税

の大切さ”や税金は毎日の生活の中でどのように役

立っているかということを小学生のみなさんに知って

いただき、理解と関心を深めてもらうことが目的です。

　たくさんの応募の中から、川崎南法人会会長賞、川

崎南税務署長賞、川崎市長賞、副会長賞、青年部会長

賞、女性部会長賞、優秀賞、の計11点が選ばれました。

第11回「税に関する絵はがきコンクール」表彰式

川崎市立西御幸小学校６年

及川　　舞 さん

川崎市立西御幸小学校６年

井上　心愛 さん

川崎市立西御幸小学校６年

藤田ゆあん さん

法人会会長賞

川崎市長賞

税務署長賞

●女性部会　報告会

27日金

当会会費の口座自動振替契約をされている方は、令和３年度分（令和３年４月～令和４年３月）の会費を６月７日

にご指定の金融機関から引き落とさせて頂きます。

※自動引落は通帳の摘要欄に印字されますので領収証の発行は省略させて頂きます。

　予めご了承くださいますようお願いいたします。

法人会からお知らせ
会費の自動引落のお知らせ

事務所移転のお知らせ

当事務所は５月６日（木）に下記住所に移転いたしました。

※電話・FAX番号も変更になりましたので宜しくお願い致します。

〒212-0013　川崎市幸区堀川町66-20　川崎市産業振興会館５階
電話（044）276-8731　FAX（044）276-8738

新住所

間違い探し『髪結新三』の答え：①奥の板の「六尺」と「五尺」（左上）②ホトトギスの尾（中央上）③サカヤキの大きさ（右上）④道具箱に差した針の数（中央）⑤カツオのスジの形（左下）⑥道具箱の横の布（中央下）⑦ゲタの歯（右下）

２ 川崎南法人会だより 15川崎南法人会だより

新入会員のご紹介・主要事業予定税に関する絵はがきコンクール



オンラインセミナーオンラインセミナー ３月４日 オンラインセミナーオンラインセミナー ４月15日

テーマ：「オンライン・コミュニケーション術」
講　師：フリーアナウンサー　重信　香織　氏

講師に元NHKキャスターの重信先生をお迎えし、リアルとオン

ラインコミュニケーションの違いなどオンラインでのコミュニ

ケーション術のポイントやオンラインでの話し方・聞き方を実

践も交えながら分かり易く研修して頂きました。

テーマ：「コミュニケーション力」
講　師：マナー研修講師　桑野　麻衣　氏

ウィズコロナ時代でも好かれて信頼される人のコミュニ
ケーション力についてオンラインで研修しました。信頼
されるコミュニケーションのポイント「表現力」「会話力」
「共感力」の３つの点について役立つ研修をオンライン
で開催しました。

[作者紹介]
神谷一郎（かみや・いちろう）　専修大法学部卒後、漫画プロダクションを経て漫画家に。現在はフリーランスのイラス
トレーターとして、雑誌・広告・水彩画挿絵等で活躍中。

７つの間違い探し
＊右の絵と左の絵には相違点が７か所あります。
　見つかりますかな？（答えは15頁にあります）

川崎南法人会からのお知らせです
法人会ではコロナ禍による各種事業の中止を余儀なくされるなか、税務協力団体としての役目を果たすべく、

各種情報発信を行なっております。
会員企業のみなさまには、今後も継続して有益な税に関する情報を直接お届けする活動を行ってまいります。
以下の冊子につきまして、必要な会員企業さまに無償でご提供いたします。（送料含無料）
ご希望の方は、法人会事務局までFAXを頂くか、メールにて会社名、ご担当者さま、ご住所、連絡先、必

要冊子名及び部数をお知らせください。

【法人会事務局】　FAX : 044－276－8738　Eメール info@km-hojinkai.or.jp

川崎市立西御幸小学校６年生

大野　結来 さん
川崎市立旭町小学校６年生

越智　咲花 さん
川崎市立戸手小学校６年生

西村　萌音 さん

川崎市立西御幸小学校６年生

水嶋　悠大 さん
川崎市立東小田小学校６年生

土屋　美晴 さん
川崎市立西御幸小学校６年生

栗山　将輝 さん

川崎市立東小田小学校６年生

平賀　　敦 さん
川崎市立戸手小学校６年生

岸田　悠莉 さん

女性部会長賞 青年部会長賞 副会長賞

優秀賞 優秀賞 優秀賞

副会長賞

優秀賞

川崎南法人会だより 川崎南法人会だより14 ３

税に関する絵はがきコンクール活 動 報 告

講　師：東京地方税理士会　川崎南支部
　　　　嶋矢　剛　氏
会　場：川崎市産業振興会館
時　間：18：00～20：00

会　場：川崎日航ホテル
時　間： 14：00～15：30

講　師：社会保険労務士　志田　淳　氏
会　場：カルッツかわさき
時　間：14：00～16：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

講　師：川崎南税務署担当官　他
会　場：カルッツかわさき
時　間：13：30～16：00

会　場：カルッツかわさき
時　間：14：00～15：00

会　場：サンピアンかわさき
時　間：17：30～18：30

　　　　　　
テーマ：「ビジネスマナー研修」
講　師：㈱SUGIコーポレイション
　　　　三浦　美由紀　氏
会　場：川崎市産業振興会館
時　間：14：00～16：00

会　場：戸手小学校
時　間：9：30～12：15

会　場：カルッツかわさき
時　間：未定

会　場：下平間小学校
時　間：13：45～14：30

新入会員のご紹介
（令和３年２月１日～３月31日）

支部名 法　人　名 業　　種 紹　介　者所　在　地

小川町16-18　川崎第2セントラルハイツ703

代　表　者

中央 川 崎 ダ イ ヤ ㈱ 建設業 A I G 損 害 保 険 ㈱水 谷 樹 夫

令和３年５月

川崎南法人会　主要事業予定

（新型コロナウイルス感染症の影響により事業が変更になる場合がありますのでお問い合わせください）

税 務 無 料 相 談税 務 無 料 相 談
相 談 日

場 所

毎週火曜日　午後１時～３時
５月の相談日／ 11日、18日、25日
６月の相談日／ ８日、15日、22日
相談については、事前に事務局までご連絡ください。

公益社団法人 川崎南法人会事務局 044-276-8731
川崎市幸区堀川町66-20（川崎市産業振興会館５F）

法 律 無 料 相 談法 律 無 料 相 談
相 談 日

場 所

ご希望の日程、時間をお知らせください
お気軽にご相談ください

横浜綜合法律事務所
横浜市中区日本大通11  横浜情報文化センター11F

相談については事前に事務局までご連絡ください。
（ 044-276-8731）

●女性部会　報告会
26日水

●租税教室
28日金

●源泉部会研修会
22日　火

●第9回　通常総会
11日　金

●新設法人説明会
12日　水

●女性部会　役員会
13日　木

●青年部会　報告会
14日　金

●社員研修講座
18日　火

●租税教室　
25日　火

●実務経理セミナー
３日　～10日間木

６月

　令和２年３月２日（火）川崎市立西御幸小学校にお

いて、第11回「税に関する絵はがきコンクール」表

彰等贈呈式が行われました。「税に関する絵はがきコ

ンクール」は、小学生への租税教育活動として、毎年

実施しています。租税教室などを通じて、学童に“税

の大切さ”や税金は毎日の生活の中でどのように役

立っているかということを小学生のみなさんに知って

いただき、理解と関心を深めてもらうことが目的です。

　たくさんの応募の中から、川崎南法人会会長賞、川

崎南税務署長賞、川崎市長賞、副会長賞、青年部会長

賞、女性部会長賞、優秀賞、の計11点が選ばれました。

第11回「税に関する絵はがきコンクール」表彰式

川崎市立西御幸小学校６年

及川　　舞 さん

川崎市立西御幸小学校６年

井上　心愛 さん

川崎市立西御幸小学校６年

藤田ゆあん さん

法人会会長賞

川崎市長賞

税務署長賞

●女性部会　報告会

27日金

当会会費の口座自動振替契約をされている方は、令和３年度分（令和３年４月～令和４年３月）の会費を６月７日

にご指定の金融機関から引き落とさせて頂きます。

※自動引落は通帳の摘要欄に印字されますので領収証の発行は省略させて頂きます。

　予めご了承くださいますようお願いいたします。

法人会からお知らせ
会費の自動引落のお知らせ

事 務 所移転のお知らせ

当事務所は５月６日（木）に下記住所に移転いたしました。

※電話・FAX番号も変更になりましたので宜しくお願い致します。

〒212-0013　川崎市幸区堀川町66-20　川崎市産業振興会館５階
電話（044）276-8731　FAX（044）276-8738

新住所

間違い探し『髪結新三』の答え：①奥の板の「六尺」と「五尺」（左上）②ホトトギスの尾（中央上）③サカヤキの大きさ（右上）④道具箱に差した針の数（中央）⑤カツオのスジの形（左下）⑥道具箱の横の布（中央下）⑦ゲタの歯（右下）

２ 川崎南法人会だより 15川崎南法人会だより

新入会員のご紹介・主要事業予定税に関する絵はがきコンクール
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検 索川崎南法人会
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表紙写真：川崎市産業振興会館

川崎市立西御幸小学校　及川　舞さん川崎市立西御幸小学校　川崎市立西御幸小学校　川崎市立西御幸小学校　川崎市立西御幸小学校　川崎市立西御幸小学校　川崎市立西御幸小学校　川崎市立西御幸小学校　川崎市立西御幸小学校　

川崎市立西御幸小学校 藤田ゆあんさん

川崎市立戸手小学校　西村　萌音さん 川崎市立東小田小学校　平賀　敦さん

川崎市立西御幸小学校 井上　心愛さん
川崎市立西御幸小学校　大野　結来さん

川崎市立旭町小学校　越智　咲花さん

川崎市立西御幸小学校
　　　　栗山　将輝さん

川崎市立西御幸小学校
　　　　水嶋　悠大さん

川崎市立戸手小学校　岸田　悠莉さん

川崎市立東小田小学校
　　　　土屋　美晴さん
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